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〔開議 午前 ９時５８分〕 

議長（南靖久議員） これより本日の会議を開きます。 

 ただいまの出席議員は１５名であります。 

 よって、会議は成立をいたしております。 

 本日の欠席通告者は、１４番、濱口議員は病気のため欠席であります。 

 最初に議長の報告ですが、お手元に配付の報告書は朗読を省略し、これより議

事に入ります。 

 本日の議事につきましては、お手元に配付の議事日程第３号により取り進めた

いと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、日程第１「会議録署名議員の指名」を行います。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第８０条の規定により、議長において１２

番、三鬼孝之議員、１３番、髙村泰德議員を指名いたします。 

 次に、日程第２、昨日に続き一般質問を行います。 

 最初に、１１番、濵中佳芳子議員。 

〔１１番（濵中佳芳子議員）登壇〕 

１１番（濵中佳芳子議員） おはようございます。めっきり寒くなってまいりました。

どうか皆様、お風邪など引かないように気をつけていただきたいと思います。 

 それでは、通告に従いまして質問させていただきます。 

 次世代育成支援については、平成２１年３月の定例会でも質問をさせていただ

きましたが、その後、市長がかわり、今年度からの行動計画が今年３月に示され、

これからの５年間で目指す目標が具体的に示されたことから、改めて確認させて

いただきます。 

 先月行われました市長の地域での市政懇談会では、高齢化する中での課題が多

く取り上げられておりました。市全体で高齢化率３５％を超える現状があり、こ

のままでは今後ますます厳しさを増していくものと思われます。こんなときだか

らこそ、未来の尾鷲市を託す子供たちを安心して産み育てるための体制が大切で

あると思います。 

 先ごろ行われた市民による病院を支えるための懇談会でも、医師確保のために

はどうあるべきかのお話の中で、若い世代のお医者様は家族の生活環境を挙げら

れていたとお聞きしました。子供に対する教育に満足できる環境であることが、

その地域に赴任を希望できる条件の上位に来るということでした。お医者様に限

らず、この地域に転勤してこられる方のほとんどが単身赴任になっていることが
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現状としてあり、その理由の多くが「子供を連れてくるのに満足な状態ではな

い」ことを挙げられます。 

 この地を訪れる方たちが、「ここは自然豊かで、治安も都会ほど乱れておらず、

安心でいいところですね」と言ってくれます。しかし、実際住むということにな

ると子供たちを連れてこない。ならば、もともとこの地で子供を産み育てている

人たちにとって、この環境は満足度の低い中での我慢の子育てになっているのか

と思ってしまいます。 

 高等教育の充実は早急にといっても、そうたやすくできるものでないことは理

解しておりますが、義務教育を終えるまでの期間の子供たちを取り巻く環境が魅

力あるものになるための取り組みが、この行動計画に示されていると思います。 

 国から示された次世代育成支援対策推進法としましては、平成２７年度までの

時限立法であるとされておりますが、この取り組みは将来にわたって重要な課題

であり、現在つくられている第６次総合計画においても重要な位置づけで扱って

いただきたいポイントとなるべき項目であると思われます。この後期計画が示さ

れた３月時点では、委員会において担当課から概要版の説明がなされ、取り組み

のおおよそを理解するところでありますが、その説明において、前期計画との比

較や進捗状況の確認に至っていないことを感じております。前期計画策定時から

市長がかわっていることから、改めてこの計画を進めるに当たり、特に市長が力

を入れている施策、さらには尾鷲市における子育ての将来像について、市長のご

所見を伺いたいと思います。 

 次に、尾鷲市の幼児教育についてですが、これも２１年３月定例会に次世代育

成の観点から質問させていただきました。この時点では飛鳥幼稚園の廃園が決ま

っているものの、その先の周辺地域における幼児教育について何も方針が示され

ておらず、教育委員会からの説明もすべて検討段階であるとのことでした。先ご

ろの市政懇談会の席上で、公立ではないものの、九鬼町にあるひまわり幼稚園が

閉園されると報告がされました。ここは、地元の子供が激減する状況にありなが

ら３年保育であることから、旧市内からの通園者が続き、存続されていたと聞い

ております。これで市内における幼稚園での３年保育がなくなることになりまし

た。 

 幼児教育、保育に対する国の方針は、ここに来て二転三転しており、こども園

構想は立ち往生しているとしか思えない状況です。さらに、中央でされる議論は、

まず待機児童対策のような都会に視点が向けられており、少子化対策についても
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過疎地のとても厳しい現状はまだまだ俎上に上がるところまでも来ていないと感

じています。しかし、毎回子供たちの課題を取り上げるたびに言っておりますが、

子供の成長は待ったなし、国の方針がまとまるまでの間に、この年代を通過する

子供たちの環境はだれが保障するのかと、やるせない思いになってしまいます。 

 前回お尋ねしてから１年半以上がたちました。その後、教育委員会でどのよう

な検討がなされているのか、その進捗状況と、方向が定まらない国の方針の決定

をひたすら待つのか、それとも尾鷲市として就学前の子供たちの育成について、

こうあるべきとの方針がお聞かせいただけるのか、市長、教育長の思いをお尋ね

したいと思います。 

 以上で壇上からを終わりたいと思います。 

議長（南靖久議員） 市長。 

〔市長（岩田昭人君）登壇〕 

市長（岩田昭人君） 次世代育成支援の基本となる次世代育成支援行動計画につきま

しては、少子化対策と子育て支援策を推し進める目的で、平成１５年に制定され

た次世代育成支援対策推進法に基づき、すべての地方自治体と一定規模以上の企

業に策定が義務づけられています。本年３月に策定した尾鷲市次世代育成支援後

期行動計画は、平成１７年に制定した前期行動計画の検証を行い、子育て中の母

親など、市民公募者も参加した策定委員会において、ワークショップ形式で広く

自由な意見を求め、これからの次世代育成支援に何が求められているかを議論し、

策定したものです。 

 議員のご指摘のとおり、未来の尾鷲市を担う次世代を安心して産み育てるため

には、尾鷲市次世代育成支援後期行動計画に掲げる妊婦健診や乳幼児健診、保育

所や子育て支援センター、放課後児童クラブなど、さまざまな施策の実行が欠か

せません。この計画に地域全体で取り組む中で、安心して産み育てることができ

る環境を実現したいと思っております。 

 次世代育成支援対策推進法は、平成２７年度までの時限立法ですが、本市とし

てはそれにかかわらず継続性を持ち、次世代育成支援について、さらに充実させ

るべき重要な施策として、第６次尾鷲市総合計画においても重要な位置づけで策

定を進めているところであります。その中で、尾鷲市の長所である地域のつなが

りを生かし、子育てにかかわる親、家庭、地域、事業所、行政などが協力し合い、

つくり上げていく、「ともに子育てを支え合うまち」を将来像とし、着実に取り

組んでまいりたいと考えております。 
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議長（南靖久議員） 教育長。 

教育長（畑中伸稔君） 濵中議員のご質問にお答えさせていただきます。 

 まず、幼児教育について述べさせていただきます。 

 幼児期は、自分の生活を離れて知識や技能を一方向に教えられて身につけてい

く時期ではなく、生活の中で自分の興味や要求に基づいた直接的、具体的な体験

を通じて、人格形成の基礎となる豊かな心情、物事にみずからかかわろうとする

意欲や健全な生活を営むために必要な態度が培われる時期であります。幼児期の

教育においては、生活を通じて幼児が周囲に存在するあらゆる環境から刺激を受

けとめ、自分から興味を持って環境にかかわることによってさまざまな活動を展

開し、充実感や満足感を味わう体験が重視されます。 

 また、幼児期は心身の発達が著しく、環境からの影響を大きく受ける時期であ

り、この時期にどのような環境のもとで生活し、その環境にどのようにかかわっ

たかが将来にわたる発達や人間としての生き方に重要な意味を持ちます。特に幼

稚園では、幼児期にふさわしい生活を実現することを通じて、幼児の発達を可能

とする場所になることを期待されています。教育委員会としては、学校教育法

第２２条の目的、２３条の目標を達成するために支援する必要があると認識して

おり、幼稚園教育要領はもちろんのこと、県が策定した三重県幼稚園教育振興計

画を参考に、幼稚園教育を一層充実・発展させるために努力しているところであ

ります。 

 本市においては、幼稚園は２園あり、尾鷲幼稚園へは４２名、三木幼稚園に

は６名が通園しております。就学前の子供といえば、ほかに保育園等が８園あり、

園児は５歳児以下合計で約５００人となっております。平成２１年度で飛鳥幼稚

園、三木里幼児学級が閉園となり、平成２３年度で九鬼ひまわり幼稚園も閉園に

なり、幼児数の激減は今後も続くことが予想されます。 

 幼児教育のあり方等については、本年度において、現時点で２回ほど福祉保健

課と話し合いを持ち、その方向性を探っているところであります。また、国にお

いても、幼保一元化の議論が改めて進められており、この動向もきちんと踏まえ

ていく必要があります。今後は、教育委員会において協議を重ね、福祉保健課と

綿密に連携をとりながら、よりニーズに適応した幼児教育やそのシステムのあり

方を模索し、その充実・発展に向けて努力していく所存であります。 

議長（南靖久議員） １１番、濵中議員。 

１１番（濵中佳芳子議員） どうもご丁寧な答弁をありがとうございます。 
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 実は、本年９月１８日にせぎやまホールで、子どもゆめ基金助成活動事業とい

う、絵本の世界を広げようという赤ちゃんから乳児、幼児を集めた事業がありま

した。絵本の読み聞かせですとか絵本の効用などが話されたんですけども、実は

その場所に子供さんが８１名、大人が９６名参加されておりました。私はそのと

きに感じたんですけども、若いお父さんがたくさん赤ちゃんを抱いて来ておられ

ました。本当にここにいらっしゃる執行部の方々の年代、後ろにベテランの議員

さんたちもいらっしゃいますけども、お父さん方の年代に、どうでしょう、考え

られなかった場面ではないのかなと。この間も流行語大賞で「イクメン」という

言葉が、皆さん、お聞きになったと思いますけども、それぐらい子育てというも

のがお母さん任せではないということ、本当にこの尾鷲の地においてもイクメン

がこんなにたくさんいるのかと、ちょっと感激をいたしました。市の職員さんた

ちも若い職員さんたちがたくさん来ていらっしゃいました。それぐらい子供の子

育てにお父さんたちは生活の中での重要度を置いているという。それは仕事にお

いても、やはり家族の環境を第一に考えている、そういうことが起こってきてい

るのだと思います。だからこそ、こういう次世代育成という言葉が法律にもなり、

国からの指導もあり、進められていかなければならないのかなというふうに感じ

ております。 

 きのうの北村議員への一般質問の市長からのお答えにもあったように、次世代

育成にかかわることというのは、どれもこれもあればあるにこしたことがない事

業であるということ、だけども、それは予算が伴う以上、何が優先されるのか、

それをきちっと考えていかなければならないということが肝心であるというふう

に私は受け取りましたので、そのあたり、ここからは育成支援行動計画の中に盛

り込まれているもの一つ一つをそれこそ確認しながら、お願いであったり、そう

いうことをしようと思ったんですけども、どれもこれも、それはできればよいに

決まっているというお答えが想像つきます。それで、市長がこれから考えていた

だく優先順位の参考にしていただくためにも、ほかの市町との比較も交えて、現

状の児童福祉を中心とした、この子供たちを取り巻く環境を確認させていただき

たいと思います。 

 本当にここに盛り込まれました目標事業の中でも、今、既にやられていること

は、それぞれに本当にいろんな評価があり、大事なことであることはすごく感じ

るところであります。これは、行政がつくる計画というのは、これに限らず、受

け取る側の住民側の理解が欠かせないものだと思っております。まず、この育成
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行動計画、これをつくっていく上でワークショップをやられたりとか、市民の意

見をたくさん取り入れておるということは先ほどの答弁にもありましたけども、

今度はこれを関係する市民の方にどういう周知をされたのか、そのあたりをお答

えいただきたいと思うんですけども。 

議長（南靖久議員） 市長。 

市長（岩田昭人君） 尾鷲市次世代育成後期行動計画につきましては、本冊のほかに

概要版を１,０００部作成し、福祉保健課や福祉保健センターの窓口にて一般に

提供しています。また、子育て中の母親の方などは、インターネットから子育て

情報を入手することが多いということもありますので、ホームページの健康福祉

を開きますと、その中に児童福祉という項目があります。そこに概要版について

も、あるいはここにいろんな子育て、次世代育成の話の中身が網羅されている。

もうちょっと直接見られるような形には持っていくべきかなという反省もありま

すが、今のところ、そういう周知をしておるところであります。 

議長（南靖久議員） １１番、濵中議員。 

１１番（濵中佳芳子議員） そうですね、やっぱり今の子育て世代のお母さん方の情

報収集は、インターネットが欠かせないものとなっていると思います。本当に市

のホームページは年々充実してきていると思います。見やすさなんかもいろいろ

検討されているように思うんですけども、実はけさも拝見してきました。そのと

きに思ったんですけども、ホームページのトップページに観光物産情報が一目で

わかるように一くくりであります。あれを見ると、観光に関して本当に力を入れ

ているんだなというのがわかる部分かと思うんですけども、そこには一般の民間

の方の情報も一目でわかる状況であると思うんですけども、そのような形で子育

て情報というものが一くくりで張りつけることができないのかなというのを感じ

たので、これはご参考までになんですけども、ご存じの方も多いかと思いますけ

ども、今、市内の一般の方が「尾鷲子育て情報局」というページを運営していま

す。これは本当に多方面にわたって熱心な取材をされており、ここの市の福祉で

あるとか教育であるとかも取材に協力してもらっていますよというお話を聞いて

おります。これがいきなり張りつけられるかというと、まだそこにはいろんな乗

り越えるものもあると思うんですけども、こういったものが子育ての情報として

は利用されているということも聞きますので、そういった民間の情報を集めるこ

とも含めて見やすい方向を考えていっていただきたいと思います。 

議長（南靖久議員） 市長。 



－６９－ 

市長（岩田昭人君） この後期行動計画の周知の中に、ホームページの中に子育て支

援コーナーの設置という項目が入っております。何とか今の形でも見られるんで

すが、直接見られないというところがありますので、子育て支援コーナーの設置

をこれから考えて、それから、民間の情報等もここにリンクするような形での情

報提供をやっていくようなことを考えていきたいと思います。 

議長（南靖久議員） １１番、濵中議員。 

１１番（濵中佳芳子議員） ありがとうございます。本当に「ともに子育てを支え合

うまち」という言葉を使われましたので、市役所だけで支えられるものだとは思

っておりません。本当に多方面とのネットワークが重要だと思います。これも、

できるならばというお願いなんですけども、ホームページを持たない子育てにか

かわる組織もまだまだあるように思います。そのあたりにこのインターネットの

重要性なんかを啓発していただければと思いますので、その辺もよろしくお願い

いたします。 

 次なんですけども、行動計画をつくるときに、ワークショップ以外にアンケー

トをとられているのを拝見いたしました。その中の子育ての相談相手、初めてお

母さんになる方は特になんですけども、やっぱり子供を持った家庭は両親だけで

は進んでいかれない、その中で相談相手が必要という中で、このアンケートにも

あらわれているように、自分の両親であるとか、あと子育ての先輩である友達で

あるとか、そういった方々、あと次には保育園の先生なんかにアドバイスをいた

だいているという、そういう状況がアンケートから見られました。通常の子育て

においては、やはりそのあたりが普通なのかなというふうに思います。でも、中

には遠いところからお嫁に来られたり、転勤であったり、身近に相談する先輩方

がすぐにはいない方もいらっしゃいます。また、深刻な相談事、例えば不幸にも

いろんな問題が発生したりした場合なんかには、やはり専門性を必要とする事態

が発生した場合の相談先、その辺の確立がどうなのかなというふうに気になって

おります。 

 例えば、国の指針によりますと、児童福祉司の配置、これは児童福祉司という

名前がつくのは県の職員になるわけなんですけども、ただ、それは人口１０万人

から１５万人に対して１人は置いてくださいよというような位置づけになってお

ります。その数からいたしますと、東紀州全体に対して１カ所、これが東紀州児

童相談所という形で設置は現在されております。ですから、それはそれで数の上

ではオーケーかなと思いますけども、実際はその窓口だけではとても対応し切れ
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ない、そういった問題が発生しているという県からのお話もあります。実はきの

う、私は拝見したんですけども、県の県民しあわせプラン、この数値目標がきの

う渡されまして拝見しました。その中で、２９市町のうち２５市町で、この児童

福祉司の資格を持つ職員が配置されているというふうになっております。現在の

尾鷲市の状況を教えていただきたいと思いますけども、これは担当の方でしょう

か。 

議長（南靖久議員） 福祉保健課長。 

福祉保健課長（大倉良繁君） 尾鷲市には児童福祉司の資格を有する職員は配置して

おりません。 

議長（南靖久議員） １１番、濵中議員。 

１１番（濵中佳芳子議員） 今、いないということで、この２９市町のうちの２５市

町ある中の残り４市町に尾鷲市が入っているという現状がわかったと思います。

子供の支援というものは、生まれてから継続して途切れのない子供の情報を持つ

ことによって、それで効果を発揮した支援ができる、そういうふうに言われてお

ります。そのためにも、保健、福祉、教育、これがネットワークを持って、それ

に当たる体制が重要とされていると思います。そのためにも専門的なスキルを持

った職員の配置が必要かと思いますけども、そのあたり、市長はどういうふうに

お考えでしょうか。 

議長（南靖久議員） 市長。 

市長（岩田昭人君） ２５市町には児童福祉司の資格を持った職員がいるということ

で、現在、その児童福祉司としての仕事をしているかどうかは確認しておりませ

ん。ただし、本市でも家庭児童相談員を中心として社会福祉士とか保健師などが

この業務に日々汗を流しております。今後も相談内容の適切な対応を行うととも

に、児童相談所、あるいは教育委員会等々と連携をとって、児童福祉司がいない

部分をみんなでカバーしていきたいなというふうに思っております。 

議長（南靖久議員） １１番、濵中議員。 

１１番（濵中佳芳子議員） そうですね、いない中でのカバーは大事だと思います。

本当に人を配置するということは、職員の配置計画なんかもかかわってくること

ですので、すぐにということではないと思いますけども、ただもう一つ、子供た

ちを支える中で、今、障がい児の支援というあたり、ちょっとこれは教育分野に

なってしまうかと思うんですけども、障がい児の支援の中でも、小中学校、学校

の中での発達障がい児の対応が課題となっている部分をよく聞きます。ケースに
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より多種多様な状況がありますけども、早い時期からの支援対応によって社会生

活への順応が高まると聞いております。尾鷲市においても、保育園での支援は介

助員の配置が手厚くされており、保護者の安心が得られているというふうに聞い

ておるんですけども、先ほども申し上げましたように、支援の継続、それがその

効果を発揮する要因であること、それが大事と聞いておりますので、この体制が

小中学校においても続けられているのか、そのあたりの尾鷲市の今の小中学校に

おける障がい児支援、特別支援の状況を教えていただきたいと思います。 

議長（南靖久議員） 学校教育担当調整監。 

教育委員会学校教育担当調整監（内山善嗣君） 現在、市内小中学校９校ありますけ

ども、そのうち特別支援学級が設置されている学校は７校で、学級数でいえ

ば１１学級、子供の数でいえば２３名在籍ということになります。担任は１学

級１人ですので１１人配置となっております。その他に、県教委から特別支援非

常勤講師として２名加配されておりますが、特別支援学級への人的補助及び通常

学級に在籍する支援を必要な児童・生徒への援助のために、市負担で介助員を８

名配置しております。人件費の方は９９５万円と聞いております。この介助員の

業務は大変重要でありまして、児童・生徒の教育活動補助になくてはならないも

のとなっております。しかしながら、今後の児童・生徒の動きをかんがみますと、

人手不足は必至でありまして、教育委員会といたしましては、今以上に県教委に

加配要求を強めるとともに、市単独の介助員の増員を模索したいと考えておりま

す。 

議長（南靖久議員） １１番、濵中議員。 

１１番（濵中佳芳子議員） ということは、今のところ介助員、担任を含めて１人

に１名が添えるという状況ではないことがわかったと思います。ちなみに参考ま

でになんですけども、熊野市では特別支援学級の児童の介助員予算、これは市の

単独予算なんですけども、先ほど９９５万円というふうに、尾鷲市の方で

は１,０００万円近くを使っているということがありましたけども、これは学級

数で１学級、熊野市は多いんです。１２学級ありました。子供の数でも２５人と

いうことで２人多いんですけども、この当初の予算規模が２,７５３万円余り、

約３倍となっております。これをどうとるかは今後の参考にしていただきたいと

思うんです。 

 本当に行財政改革によって職員の数もかなり減らされてきていると思います。

人件費の削減という面においては一定の成果を得られているのかなと思いますけ
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ども、果たしてその一方で、本来の住民サービスの向上という面ではどういうふ

うになっているのか。福祉の分野に限らず、専門職がその業務に専念し、求めら

れる住民サービスに応じられる体制が確保されているのか。よく学校現場で教師

が事務処理に追われて、本来の子供との触れ合う時間がなくなっているという嘆

きを聞くことがありますし、病院改革でもドクターが診療に専念するために医療

秘書を取り入れた、そのようなことがありましたよね。そのように、やっぱり専

門職がその業務に専念できるだけの人事計画が必要かと思うんですけども、今の

状況というか、これからの方向性、そのあたりをお聞かせいただければと思いま

す。 

議長（南靖久議員） 副市長。 

副市長（横田浩一君） お答えいたします。市施策を推進していくために重要な要素

の一つとしまして、職員の職務遂行体制がございます。その知識ですとか専門性

を高めることは重要なことでございまして、また、関係各課ですとかスタッフの

連携が必要不可欠でございます。こういった中で、人事管理上もそのことに留意

して、市民のニーズによりこたえることのできるような体制にはしていきたいと

考えております。 

議長（南靖久議員） 市長。 

市長（岩田昭人君） 幾ら行財政改革といっても、究極の目標は市民サービスの充実、

市民の皆さんのお役に立つということでありますので、それは今回の機構改革で

もそうですが、私は必要なときは必要な人員配置をするということであります。 

議長（南靖久議員） １１番、濵中議員。 

１１番（濵中佳芳子議員） そうですね、必要な配置という言葉をいただいて、ちょ

っと安心しておりますが、これは正職員をふやすという方向ばっかりではないと

思うんです。専門性を持った方がいきなり正職員になっていただけない場合もあ

るわけですので、例えば、そういうキャリアを持って専門職として民間で働いて

おられる方との連携というものも必要かと思います。必要となった場合には、そ

ういう方たちとすぐつなげられる体制が、そういう一翼を担うのかなというふう

に思っておりますので、その辺の連携体制も含めてお願いしたいと思います。 

 次になんですけども、相談体制、支援体制、それはやはり住民サービスの中で

も重要なポイントとして考えていただきたいんですけども、相談窓口を訪れると

きに身近で安心できる状況がつくられていること、これが今まで申し上げました

ように、専門性であるとか、そのあたりにもあるんですけども、ただ、市の窓口
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というのは、これだけ小さな地域であると、職員といえどもお互いの顔が見え過

ぎる、わかり過ぎてちゅうちょしてしまうということを聞くことがございます。

中には秘密性にこだわって、デリケートな部分なので、自分はここに住んでいる

けども、ほかのまちで相談できないかなということまで聞かれることがありまし

た。特に福祉の窓口であるというところは、デリケートな案件が集中する窓口で

もあると思います。そこに求められる秘密の保持は徹底されなければならないも

のだと思っております。公務員における守秘義務の遵守は言うまでもないことな

んですけども、改めてその徹底について、現在、職員研修であるとか、そのあた

りの状況をお聞かせいただきたいと思います。 

議長（南靖久議員） 福祉保健課長。 

福祉保健課長（大倉良繁君） 相談業務等における守秘義務につきましては、先ほど

議員さんもおっしゃられておりましたように、公務員としてはもちろんのことと

いう自覚のもとに、特に市民との相談の機会の多い社会福祉士であるとか保健師、

また家庭児童相談員につきましては、専門の研修会に積極的に参加させておりま

して、その中で守秘義務に関する意識を強く持って日々の相談に当たっている状

況でございます。 

議長（南靖久議員） １１番、濵中議員。 

１１番（濵中佳芳子議員） ちょっと質問があっちこっちと飛んでしまい、項目が多

いものですから申しわけございません。 

 そうですね、やはり守秘義務の徹底ということは、これからもさらに福祉課だ

けではなく市役所全体として研修を重ねていっていただきたいと思います。 

 あと、子供を取り巻く環境においては、この行動計画の中を見る中でもいろん

な方面にまたがっております。中には環境を整える面において環境課があったり

建設の分野があったり防災があったりと、本当にいろんなものが含まれてきます。

でも、中心になるのは福祉、教育、そのあたりかと思うんですけども、いつもそ

ういったいろんな課にまたがる案件を考えるときに繰り返しておりますけども、

縦割り行政というものを皆さんわかっておりながらも、まだまだその弊害は残っ

ておると思います。なかなか解消しにくいのかなと、どうすればいいのかなとい

つも感じるんですけども。 

 そこで、子供という言葉を使わせていただきます。児童でも幼児でも学生でも

なく子供という、そういったことにかかわる相談であるとか事業において、一つ

の窓口ですべてを一元化できればいいのになと考えておりました。それが三重県
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の中にお手本としてある場所がありました。亀山市をご紹介いただいたんですけ

ども、亀山市は人口が約５万人、尾鷲市の約２.５倍なんです。一時はシャープ

効果で、あんな豊かなまちとは比較にならないとも言われてきましたけども、今

年度の財政規模も約２００億円少しで２倍ちょっとというあたりなんですね。だ

から、一人当たりに対する財政としては、そんなにも倍も差はないのかなという

ふうに感じるんですけども。どのような事業においても、豊かさから来るものか

と言われると、それは亀山市の方としてはちょっと違いますよと言われておりま

した。今回、児童福祉についても調べて、いろんな話を聞く中で、それは財政が

豊かだからだけでできるものではないということを感じさせてもらったんですね。 

 この亀山市において、児童福祉は子ども総合センターというところで一元化さ

れておりました。教育、保健福祉がしっかりとした連携を持って、そこには臨床

心理士が正職員として採用されておりました。子ども総合コーディネーターとい

うものが確立されておりまして、ここは、私は普通、市で行う業務ですから、生

まれてから１５歳の義務教育が終わるまでが対象かと思っておりましたけども、

児童福祉法において子供とされる１８歳までを継続して見ましょうという、ゼロ

歳から１８歳までをすべてここで担当しますよというものでした。センターでは、

教育指導主事、本来、尾鷲ですと教育委員会の方におりますけども、ここは福祉

が中心になっておる子ども総合センターの方に常駐の状態で、学校における相談

事でも福祉と常に連携がとれる体制が形としてでき上がっておりました。こうい

う理想も、言ったら究極の理想形かもしれないんですね、子供に対する行政の体

制としては。だけど、これは、そのまちの子供たちに対する姿勢、その位置づけ

に対する思いが重要であり、そこには子供をどう扱うかというものがあらわされ

ているのかなというふうに感じました。ここにないからここはだめという話では

ないですよ。亀山にあって、亀山は大事にされているなということを感じたとい

うことを言わせてもらっております。ですから、そのあたり、こういう一元化と

いうことも含めて、子供に対することが、あっちへ行け、こっちへ行けというふ

うなたらい回しではなくて、ワンストップで住民サービスができる体制をお願い

したいと思うんですけども、そのあたりの思いを少し聞かせていただければと思

いますけども、いかがでしょうか。 

議長（南靖久議員） 市長。 

市長（岩田昭人君） この次世代行動計画の後期計画の中でも、当然、家庭教育、あ

るいは幼児教育、学校教育、これが目標として入っているわけですので、縦割り
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は何とか克服したいなという思いがまずあります。それから、おっしゃられたよ

うに、決して私は財政規模によって、子供の先進的な取り組みとか、そういった

ものは決まるものではないので、おっしゃられるように、子供に対する我々の思

いがどうあるのかというところにあるんじゃないかなというふうに思っておりま

す。しかし、まだまだ今の尾鷲市では、ちょっと整理しなきゃならない課題とい

うのが随分あるように思いますので、亀山市の先進事例なんかを参考にしながら、

何とか尾鷲らしい身の丈に合った、やはり尾鷲の子育ては違うなといったような

形での取り組みをぜひやりたいなと思っております。 

議長（南靖久議員） １１番、濵中議員。 

１１番（濵中佳芳子議員） ありがとうございます。心強い言葉をいただいたと思っ

ております。 

 次世代育成計画の中で、この推進法においては、行政側の公共団体だけではな

くて、法律によりますと３０１人以上の労働者を雇用する民間の一般事業主、こ

ちらの方も事業計画を策定して、それを提出しなければならないという義務が課

せられております。尾鷲市にはそれに該当する企業はほとんどないと思いますけ

ども、今後２３年度からはそれが１００人以上というふうに変わってきます。そ

れでもなかなか１００人以上抱える企業もそんなに多くはない中で、やはり従業

員のライフワークバランスなんかを考えますと、一般事業主の従業員に対する支

援、そのあたりも啓発されていかなければならないのかなというふうに思います。

そのあたり、今これからの取り組みであろうかと思いますけども、どういった計

画になっているのか、そのあたりをお聞かせいただきたいと思います。 

議長（南靖久議員） 福祉保健課長。 

福祉保健課長（大倉良繁君） 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計

画につきましては、次代の社会を担う子供が健やかに生まれ、育成される環境の

整備を行う次世代育成支援対策を進めるため、国や地方公共団体による取り組み

でなく、３０１人以上の労働者を雇用する事業主に策定が義務づけられておりま

す。なお、２３年４月以降、１０１人以上の労働者を雇用する事業主にも計画の

策定が義務づけられることから、「ともに子育てを支え合うまち」を目指す本市

におきましても、事業所に対して周知と策定を促してまいりたいと考えておりま

す。なお、１００人以下につきましても努力義務ということですので、これらの

策定については２年間の準備期間がございますので、その準備期間中に、そうい

った事業所に対し周知と啓発を図っていきたいと考えております。 
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 以上です。 

議長（南靖久議員） １１番、濵中議員。 

１１番（濵中佳芳子議員） ありがとうございます。本当にこれから尾鷲市の産業構

造を支える上でも、やはり子供を育てる環境というものは重要になってくる部分

かと思いますので、そのあたり、今ご答弁いただいたものを含めて、しっかりと

取り組みをお願いしたいと思います。 

 それと、あと幼児教育についてお答えいただいた部分なんですけども、実はせ

んだっての国会が閉会したあたりで「熟議」という言葉をよく耳にされたかと思

います。テレビの報道なんかでもいろんな方が熟議という言葉を使っておりまし

た。これは、今年度、２２年度初めの方から、文部科学省の事業におきまして

「リアル熟議」という取り組みがなされております。これは、文部科学省が子供

を取り巻く学校での問題ですとか生活の問題すべてにおいて、まず議論をしまし

ょうという取り組みでした。各地域でやられております。実は１１月に名古屋で

も行われまして、参加したいなと思いながらも、ちょっと事情が許さず行けなか

ったんですけども、三重県では四日市でこのリアル熟議が行われました。ほかで

は１万人にも満たないような小さなまちが主催をして、このリアル熟議を開催し

ているところがあります。その中にはいろんな立場の方が参加されて、それぞれ

が思う子供たちに対する思い、課題、いろんなものを取り上げて、ずっと議論が

されております。一度それを開催することによって、上がってきました課題など

にどんどんどんどん言葉を重ねて議論を続けていくんですね。そうすることによ

って、一人で考えていたものが、だれかに聞いていただくことによって解決の方

向へ向かうこともあれば、さらに課題がふえることもありの中で、やっぱり言葉、

皆さんの意識を確認し合う場にもなっております。 

 今、聞きました中で、福祉と教育委員会が今年に入って２回ほど方向性を探る

という言葉をいただきましたけども、果たしてこれは議論が熟したと言えるのか

なというふうに今感じました。回数の問題ではないかもしれません。中身の濃さ

が重要なのかと思いますけども、前回取り上げてからでも１年半の時間がありま

して、飛鳥幼稚園がなくなるという議論から始まると、当時の人から言わすと５

年も前から、８年も前からというふうに、この幼稚園問題というのは取り上げら

れております。そのような中で、ここに来て２回方向性を探りましたというお答

えには少しがっかりしておりますので。今、本当にひとときも待てない子供たち

の成長に対して、どんどん議論を重ねていただきたいと思います、よい方向性を
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見つけるためにも。やはりこの熟議という言葉、議論を熟すということは、本当

にそれぞれの思いをみんなが出し合って、一つの方向性に導いていくためのいい

取り組みだなというふうに感じましたので、ぜひ尾鷲においてもそういった取り

組みがなされるように、皆さんの言葉を重ねていただいて、子供たちの環境を整

備する上での大事なものは何かということを一つにまとめていただくような、そ

ういった議論を希望したいと思いますけども、そのあたりはいかがでしょうか。

教育委員長でも教育長でも結構ですので、お答えをいただければ。 

議長（南靖久議員） 学校教育担当調整監。 

教育委員会学校教育担当調整監（内山善嗣君） 議員がおっしゃられたように、まだ

まだ議論をしたとは思っておりません。これから、先ほども教育長が答弁いたし

ましたように、まず教育委員会において十分議論をいたしまして、あと福祉保健

課とも連携を特に密にしながら、保護者等のニーズに対応した幼児教育やそのシ

ステムのあり方を模索して、充実・発展に向けて努めていきたいと思っておりま

す。 

議長（南靖久議員） 教育委員長。 

教育委員長（平山豊君） 少しお話しさせていただきたいと思います。 

議長（南靖久議員） 起立でお願いします。 

教育委員長（平山豊君） はい。子育て支援というは随分大切な、本当に大切なもの

だと思います。そして、特にその中でビジョンというのが、紙に書くだけじゃな

くて、市民がしっかり認識していることによって、子供が生まれたりという、そ

ういうところがあって、実際大変重要なことだと思います。そんな中で、やはり

この教育委員会の中だけではなかなか難しくて、先ほど市長、そして議員がおっ

しゃったように連携が大変重要なところだと思います。委員会の中でも提言をし

ているんですが、なかなかうまくいっておりません。ぜひ再度、委員会を開いて

強くお願いしていきたいところだと思っております。 

議長（南靖久議員） １１番、濵中議員。 

１１番（濵中佳芳子議員） ありがとうございます。本当にうまくいく方向を一日も

早く探っていただきたいと思います。今、この市内には高齢化が６０％を超える、

そんな地域も出てまいりました。この地で育つ子供たちが、生まれ育つところを

誇りに思って、外にも発信できるような状況をつくることで、この地域の魅力が

もっと増すことは言うまでもないことと思います。どうか今後の取り組みによっ

て、このまちで子育てをしたいと目指してくれるような、そんなまちになってい
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くような方向を見詰め、本当に今、総合計画の審議会や市民会議の中でも、これ

こそがまさに熟議かと思っております。そのような取り組みをもって、ぜひみん

なで支える子供たちを育てるまちというところに向かっていただきたいと思いま

す。 

 以上で質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。 

議長（南靖久議員） ここで１０分間休憩をいたします。 

〔休憩 午前１０時４８分〕 

〔再開 午前１０時５９分〕 

議長（南靖久議員） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、５番、三林輝匡議員。 

〔５番（三林輝匡議員）登壇〕 

５番（三林輝匡議員） それでは、通告どおり一般質問させていただきます。三林輝

匡でございます。 

 質問内容は、市政懇談会を終えて今後の対応や広報について、うち、懇談会に

て出された意見等についての取組み方についてと、機構改革における産業振興に

対する考え方について、うち、市長の考える産業振興に対する商工業の位置付け

について、以上の２点についてお聞きしたいと思いますので、よろしくお願い申

し上げます。 

 市長始め執行部の皆様におかれましては、１０月２１日の須賀利地区における

市政懇談会から始まり、１１月１７日の中央公民館の懇談会まで、夜遅くまで本

当にお疲れ様でございました。私も市民の皆様からどのような意見が出るのか気

になり、できる限り時間があいたときは傍聴させていただきました。テーマは総

合計画策定とふれあいバスでしたが、それら以外の質問も数多く出ており、今後、

それらの意見を市政に反映させていただきたいと思いますが、懇談会において出

た意見でもあったように、事前に資料や説明がなく、いきなり意見を出せと言わ

れても検討する時間がなく困るという意見もありました。せっかく皆さんからい

ただいた意見をどのように議論されていくのか、また、さらなる地区との懇談に

おいては効率的な議論ができるように、改善すべき点はしていかなければならな

いと思います。 

 ほかにも意見として、ふれあいバスの見直し、緊急時における医療体制、獣害

対策、環境問題、伝統文化の見直し、地元資源を活用した集客交流、企業誘致、

産業基盤整備、避難経路の見直しなど、数多くの意見が寄せられ、どれも地域に
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とっては深刻な問題点でした。すぐに見直しできることから計画的に取り組んで

いかなければならないものまであり、今後の対応や検討内容が市民の皆様も気に

なると思います。前回の定例会一般質問においても触れましたが、今回のような

公聴会から得た意見等を広報させていくためにどのような対応をなされるのかお

聞かせください。 

 続きまして、先日の機構改革案についてですが、行財政改革に取り組んでいく

さなか、課、係をふやしていくということは一見矛盾しているようにも感じます

が、そこには市長の強い思いがあってこそだと思います。財政の独立化や産業振

興の部分に重点が置かれているようですが、水産農林課が魚まち推進課、木のま

ち推進課に分かれ、木のまち推進課の中に市有林係が新設され、２４年からの主

伐計画に対するものだと認識はしております。また、新産業創造課においては、

まちづくりプロデュースセンターが観光交流係と名称変更されただけのようにも

感じます。名目は６次産業化に向けての組織改革ということですが、産業振興の

面で見れば、１次産業から附帯する事業の面だけでなく、今現在成り立っている

事業基盤の見直しや施策の方が重要だとも思います。現状では、駅前からつなが

る商店街の中でも、商店のシャッターが閉まっていくさまは、見ていてもつらく

悲しいものであり、市長の思いの中にある「まちなかにぎわい事業」においても、

最近の経済状況を踏まえると、携わる事業者や人たちの支えとなるものからの立

て直し策を施すことが喫緊の課題であります。商店だけでなく工業部門において

も将来的な不安を抱えております。市長の思い描く産業振興をなし遂げるには市

民の力が必要ですが、同時により強い市民力を得るためには、地域経済を支える

事業者の安定が不可欠です。市政と経済は密接な関係を持ち、相互の利点を生か

した取り組みを図る必要があると思います。今回の機構改革において、地域事業

者の団体としての商工会議所などとの懇談や連携事業などを常にやりとりする担

当窓口があれば、効率よく産業振興に対する事業分担ができるのではないかと思

いますが、市長はそれらに相応する商工振興係をどのような位置づけで考えてお

られますか。 

 以上の２点について、お答えいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

壇上からは以上です。 

議長（南靖久議員） 市長。 

〔市長（岩田昭人君）登壇〕 

市長（岩田昭人君） 三林議員のご質問にお答えいたします。 
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 まず、第６次尾鷲市総合計画策定に伴う市政懇談会についてであります。 

 第６次総合計画の策定につきましては、公開と参加を基本とし、審議会や市民

会議に広く公募枠を設けて、多くの市民の皆様にご参加をいただき協議を行って

いるところですが、全市的、また地域的な課題の把握や健康福祉を始め、農林水

産業、雇用、ふれあいバスなど市政に対するご意見をいただくため、１０月か

ら１１月にかけて、市内１３地区におきまして市政懇談会を開催させていただき

ました。懇談会には約４５０名もの皆様にご参加をいただき、市政に対する貴重

なご意見やご要望を聞かせていただきました。ご参加いただきました皆様に厚く

お礼を申し上げます。今後は貴重なご意見を第６次尾鷲市総合計画に反映させて

いただきます。また、ご意見の中ですぐにでも対応できるものにつきましては、

早速担当課に指示を出し、既に対応しているものもあります。しかしながら、一

朝一夕には解決が困難な問題につきましては、区長会や自治会連合会を始めとし

た地域住民組織などとの連携を図りながら粘り強い姿勢で取り組んでまいります。 

 次に、組織機構の見直しについてですが、地方自治体を取り巻く環境は、少子

高齢化の一層の進行や人口減少社会の到来や経済状況など、ますます厳しさを増

しており、このことは本市においても例外ではなく、質と量による行財政改革を

一層推進し、行政運営を効果的かつ効率的に展開する必要があります。このよう

な中で、いかに市民サービスの維持向上を図っていくかが課題となっており、こ

れまで効率性を重視した簡素な組織への改正を行ってまいりましたが、身の丈に

合った行政運営を行いつつも、次代に適応した行政ニーズに対応できる組織体制

を目標とし、組織機構の見直しを行う必要があるものと感じております。また、

時宜に応じて組織の中で強化すべきところがあれば、組織や職員数も必要に応じ

てふやすことも、ひいては行財政改革の推進や市民満足度の向上に資するのでは

ないかと思っております。現在、検討を進めている組織機構の見通しでの一つの

コンセプトとして、第６次産業化に向けた組織体制の整備を掲げ、農水商工連携

を視野に入れ、生産、加工、流通を一体的に支援できる体制を整え、産業振興分

野全体の実行力に富んだ組織の運営体制を形づくりたいと考えております。地域

経済が厳しい情勢にあって、今こそ１次産業を始めとした２次産業、３次産業と

いった関連産業が一体となったいわゆる６次産業化を推進することが、低迷して

いる本市の活性化に向けた糸口になるものと考えています。 

 そこで、農林水産分野において、農林分野に木のまち推進課、水産分野に魚ま

ち推進課を設け、第１次産業はもとより、これまで主に新産業創造課が担ってい



－８１－ 

た各分野における６次産業化にも取り組んでまいります。また、商工観光分野に

は商工観光推進課を設置し、その商工分野の担当係として従来と同じ商工振興係

を設けて、農林水産分野と連携しながら６次産業化の取り組みを進めます。 

 一方、尾鷲商工会議所においても、先般、土井会頭が長年務められた会頭の職

を退任され、新たに着任された伊藤会頭のもと新体制となっております。その新

体制では、商業部会を始め１０部会が設けられ、新しい部会長のもと活動を始め

られているほか、目的別に五つの委員会も同時に設けられております。その中に

は新しい会議所づくりを目指して、地域や行政などとの連携強化などを所管事項

として取り組む運営システム検討委員会が新たに創設され、商工会議所が尾鷲の

商工業界と行政のパイプ役を担うと言っていただいております。本市と商工会議

所とは、これまでも夢古道おわせの整備検討から、その指定管理者である株式会

社熊野古道おわせの設立、頒布会方式の通販商品である尾鷲まるごとヤーヤ便の

企画運営、また、先般スタートした尾鷲よいとこスタンプ事業など、さまざまな

商工振興策において連携して取り組んできております。今後も本市の商工振興の

推進において、尾鷲商工会議所は最大のパートナーであり、商工観光推進課を窓

口に今後もより一層連携を深めながら取り組んでまいります。 

 本市の就業者の現状は、平成１７年国勢調査で、産業別の就業者の構成比は、

第１次産業で６.９％、第２次産業で２２.２％、第３次産業では７０.８％とな

っており、地場産業である農林水産業の構成比は小さくなってきております。し

かし、第２次、第３次産業においても、その源となる水産業、林業に係る事業者

もあり、本市の主要産業分野であることから、６次産業化による産業振興は有効

な施策であり、１次産業の振興はもとより、第２次、第３次産業における技術、

経験、ノウハウがブラッシュアップされ、大きく市全体の産業を発展させる効果

があります。また、第１次産業と直接的な連携が少ない商工業の振興策につきま

しては、地域の消費活動を刺激する尾鷲よいとこスタンプ事業など、市域の経済

活動振興策に取り組んできており、新年度には、これまでの信用保証料補給金に

加え、新たに小規模事業者を対象にした利子補給制度も検討しております。繰り

返しとなりますが、商工業の振興策につきましては、パートナーである尾鷲商工

会議所と緊密な連携を図りながら取り組んでまいります。 

議長（南靖久議員） ５番、三林議員。 

５番（三林輝匡議員） 細やかな説明の答弁、ありがとうございました。 

 それでは、市政懇談会にて出された意見の取組みについて、もう少しお聞きし
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たいと思います。やはり広聴によって得られた意見は責任を持って対応していた

だきたいと思います。また、検討された結果を返すだけではなくて、問題解決に

向けて建設的な議論がなされてから、双方の本当に納得できる点を見つけられる

ように、地区とか団体と議論を重ねる場を多く持っていただきたい。私は、先般

から求めていることは、議論を重ねる場をたくさん持っていただきたいというこ

とであります。そして、懇談会でも意見が出たように、自分たちでできることは

自分たちで行いたいという住民からの意見は、逼迫する財政を懸念して住民のあ

りがたい意見であると思いますので、また、そういった方たちの住民自治が向上

するような施策をお願いしたいと思います。 

 今後の取り組みの中で、さまざまな意見が出ると思うんですが、そういった意

見の中で、例えば取り組みに見合う施策メニューがなかったりとか何らかの利用

制限がある場合でも、地域にとって望まれるようなことであれば柔軟な対応をと

っていただきたいなと思いますが、そういった面に関して市長の思いがあれば教

えていただきたいなと思います。 

議長（南靖久議員） 市長。 

市長（岩田昭人君） いただいた意見は、基本的には総合計画に生かすという市政懇

談会でありますので、市民の皆さんで構成していただいております審議会とか市

民会議の中で議論をしていただきたいなというふうに思っております。 

 また、いただいた要望の中では、先ほども言いましたように、すぐにでもでき

るものはすぐにやる、しかし、できないことは何でできないかというような形で

の議論を重ねて、市民の皆さんと一緒になって今までいただいた意見を生かして

いきたいなというふうに思っております。 

議長（南靖久議員） ５番、三林議員。 

５番（三林輝匡議員） 先ほど市長の方のご説明でもあったように、既にもう取り組

んでいただいている面もあるということで安心はしております。確かに要望とい

うのはさまざまなものがありまして、できる、できないというものは当然あると

思いますので、まずできるものは何か、できる、できないをはっきり分けて、そ

れで双方の利点となる点を慎重に見つけていただきたいと思っております。 

 続きまして、市長の考える産業振興に対する商工業の位置付けの中の、市長の

考える組織構成の内容についてお聞きしたいと思います。新産業創造課がなくな

り商工観光推進課となりますが、具体的にどのような体制で臨んでいくのか、ま

た、農商工連携事業など各課をまたいで行う連携事業については、各課から人材
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を寄せ集めたようなプロジェクトチームをつくり出すのか、もしそうであれば、

そのような部署をあらかじめ用意するべきではなかったのかなと思います。また、

集約やスムーズな対応を考えると、寄せ集めの兼業組織よりも職員を兼業させた

方が効率がよいようにも思えますが、市長の考えている組織構成について、先ほ

ども答弁いただきましたが、農商工連携は市長が特に力を今入れていると思う部

分だと思いますので、こういった連携事業について、どのような市長のお考えが

あるのか、アイデアなどがありましたらお聞かせ願いたいなと思います。 

議長（南靖久議員） 市長。 

市長（岩田昭人君） 私は常々魅力ある魚のまちづくり、あるいは尾鷲ヒノキを生か

したまちづくりということを言ってきております。一方で、それを言いかえれば、

地域資源を活用したまちづくりだということでありますので、今現在は就業人口

が少ないとはいえ、大きな源である林業と水産業に今までどおり、例えば生産分

野だけで携わっているのではちょっと限界がありますので、そこのところに２次

産業、３次産業の今まで培ってきた経験、ノウハウなどを注入していく、そのこ

とによって尾鷲らしい地域産業が興せないかということで考えまして、今までの

水産農林課を木のまち推進課、魚まち推進課というふうに改めたい、これによっ

て地域産業を生かしたまちづくりということをやっていきたいなというふうに思

っております。新産業創造課については、抜けた部分、林業、それから水産業を

除いた部分については今までどおりやっていただくということでありますが、当

然のことながら、６次産業化ということであれば、２次産業、３次産業について

は今まで以上に力を入れていくということであります。しかしながら、新しい制

度というものにはいろんな弊害もあるでしょう。そういった中で、当然のことな

がら、いろんな問題が出たときについては、木のまち推進課、魚まち推進課でプ

ロジェクトを組んで問題に対処することもあるでしょうし、これに商工観光推進

課が加わって、三つの課が連携してプロジェクトを組むということもあるでしょ

うし、いやいや、もっと言えば、全市的な問題ということで、市長公室が中心に

なってプロジェクトを組むということもあると思います。いずれにしても地域資

源を生かしたまちづくりを今度の組織改正で進めていきたいなというふうに思っ

ております。 

議長（南靖久議員） ５番、三林議員。 

５番（三林輝匡議員） 詳しい答弁の方、ありがとうございました。６次産業におい

て、今までの組織体制と変わらずで、例えば連携事業をやっていくには少し複雑
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じゃないのかなというふうに感じましたので、質問の方をさせていただきました。

市長の思いの中で、そのあたりを各課をまたいでやるには、かなり職員の負担と

いうのも大きくなると思いますので、あらかじめそういった計画プロジェクトが

ある場合はチームを専業させるとか、そういった策を講じていただきたいなと思

います。 

 そしてまた、新体制による集客や地域産業に対する今後の対応、そういったこ

とでもう少しお聞きしたいので、よろしくお願い申し上げます。 

 ここ最近は交通事情も年々変化しつつある中、やはり市長のおっしゃる集客交

流というのは外せない課題となっておりまして、６次産業化と相対していくもの

かと私も認識しております。中でも市長はまちなかへの誘導を促すようにお考え

ということは常々おっしゃられていることで、理解はしておりますけども、ちま

たでは、この道路状況の変化によって道の駅や尾鷲市の前後にサービスエリアが

できれば、販売権利など、そういった要望などの話も耳にします。地域資源を活

用した新たな事業創出を考えるにも、やはりベースとなる基盤計画が見えなけれ

ば、それらを期待している人たちにとっては効率的な事業計画を組み立てること

ができないと思います。そして、ましてやこの不況下においては、むだをできる

だけ省いて小刻みにでも前に進みたいという思いは、携わる事業者にとっては当

然のことでありまして、そして、また中で新たなまちづくり推進協議会などを再

度発足して検討する体制などを重視していかなければならないのかなと思います。

そして、また協力といいますか協働していただきたいなと思うのは、市の人員的

配置についてですが、今のところどういう組織構成になるかはちょっとわかりま

せんが、現状で不足の問題などがある場合は、今後の事業を行うに当たり、商工

会議所とか、そういった他団体と割り切った分担・分業をすることも考えていた

だかなければならないのではないかと思います。また、こういった分担・分業に

ついて、先ほど市長の答弁の中で商工会議所の今後の取り組み、そういったこと

も十分に理解していただいておると思いますが、そういった団体と業務をある程

度信頼して分け合うとか、そういったようなものも必要だと思うんですが、市長

のお考えは、そのあたりはいかがなものでしょうか。 

議長（南靖久議員） 市長。 

市長（岩田昭人君） 分業というのはちょっとよくわかりませんけども、どういう形

になるかはわかりませんけども、当然、尾鷲商工会議所とはいろんな連携をやっ

ていく中で、例えばそれは分業というようなこともあるでしょうし、一緒にやる
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ということもあるでしょうし、もう既に「まちなかにぎわいづくり事業」の中で

商工会議所の青年部と協働してやっている事業もありますし、それは組織が変わ

ったからとか、そういう話じゃなしに、引き続き尾鷲商工会議所とは連携をして

いく。ただ、向こうが組織が変わった、行政との窓口も設けていただいたという

ことでありますので、その連携が一層スムーズにいくのではないかなというふう

に思っております。 

議長（南靖久議員） ５番、三林議員。 

５番（三林輝匡議員） ありがとうございます。分業という部分、ちょっと私も言葉

が変かもしれませんけども、やはり政策を重視した行政サイドは、全体的なプロ

デュースといいますか、そういった時点を重視していただいて、例えば事業者の

集団である商工会議所が実質的な実働の部分、もしくは細かな部分をサポートす

るとか、そういった意味で申し上げたんですが、またそうやって今後も引き続き

取り組んでいただけるということであれば、さらにいろいろな情報も共有して、

商工会議所も、当然青年部もまだまだ勉強していかなければならない部分という

のがあるのではないかと思いますので、そのあたりの協働性をよろしくお願いし

たいと思っております。 

 そして、「まちなかにぎわい」でちょっと気になることがありまして、今まで

取り組んでこられた事業を見ていまして、市長の方から提案されておる商品開発

など、そういった部分の枝葉の部分が気になるところがございます。先ほど市長

の方からの答弁もありましたように、公開と参加を提案していくのであれば、地

域資源を生かす事業であっても、住民の意見を広く聞き取った上で、多種多様な

主体と連携ができる仕組みづくりや窓口づくりが必要ではないかと思っておりま

す。そして、その中から得られた意見が、果たして市長の考えと合っているのか

を確認していただいて事業を進めていただきたいと思っております。そして、集

客交流においても、各飲食店や団体にそれぞれ特色の生かした商品を考案してい

ただき、というのは、細やかな指示ではなくて全体的なイメージのままで事業者

とか協力していただける人に渡した方がいいのではないかと私は思っております。

そして、それらをプロデュースしたりコーディネートするのが、本来、市長もし

くは担当の役割なのではないかなと思っております。そして、そういう行政サイ

ドのやっていることが本当に地域の貢献になっていくのかなということを常に理

解していただいて、お互いが求めるものの先に何があるのかということを本当に

議論していただけるような場所を今後もつくっていただきたいと思っております。 
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 そして、続きまして、産業振興の中で２次産業、３次産業に対する市長のお考

えをお聞きしたいと思います。先ほど答弁の一部でいただきましたが、やはり今

現在の尾鷲市の経済を支えている分野は２次産業、３次産業が主となっておりま

す。尾鷲市の就労人口の比率は、先ほど市長もおっしゃられたように、１次産業

が６.９％、２次産業が２２.２％、３次産業が７０.８％ですが、その中で１次

産業から次の産業に連携していく部分が、製造業を中心とした２次産業、３次産

業が当然少なくなっていくのが現状でございます。そのほかの２次産業、３次産

業に携わる人の方が多数を占めており、生活をしております。しかし、今日の経

済状況の中で就労の場の不足などの問題もあり、安定した雇用先を求めておりま

す。市長も人口の増加を願い、移住者を食いとめることの重大さは十分に理解し

ておられると思います。全国的な施策で農商工連携を促していますが、地域のコ

ミュニティビジネスや商品開発というものではボランティア的な活動に近く、な

かなか雇用の創出にはつながらないと感じております。確かに尾鷲市において

は６０歳以上の方が多い逆ピラミッド型の人口構成であり、農商工連携事業には

向いているのかもしれません。市長は農商工連携事業に少し力を入れ過ぎている

ようにも思えますが、同時に産業経済をしっかりと安定させる施策を施すことも

大事に思われます。やはりそこには現実的な数字があると思いますので、その数

字を理解せずに事業を進めるということは、市民が望んでいる市政につながらな

いのではないかと思いますが、その２次産業、３次産業の実態から、今後、市長

が考える２次産業、３次産業のあり方についてお聞かせ願いたいと思います。 

議長（南靖久議員） 市長。 

市長（岩田昭人君） 私は、地域にある資源を生かして尾鷲らしい産業を興していき

たいということであります。当然、２次産業、３次産業の方は、今まで持ってい

ただいているノウハウ、知識、経験、これを高めてもらわなければなりません。

そうすることによって１次産業に初めてかかわっていけるんだと。２次産業、３

次産業の方が１次産業にかかわっていただくには、当然、今申し上げましたよう

な自分のところのブラッシュアップを図らなければならないということでありま

すので、そのことは地域のためになることでありますし、２次産業、３次産業の

ためにもなることであります。商品開発とかメニュー開発とかそういったものは、

当然のことながら業者にやっていただくのが当たり前のことでありまして、我々

はそのための手助けをすると。しかしながら、例えば、梶賀のあぶりが今までの

ような形で販売しておれば、消費期限の関係で恐らく消費は限定されていったで
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あろうと。しかしながら、そこに真空パックということを持ち込むことによって、

初めて東京あたり、あるいは名古屋、大阪あたりでも販売できるようになった。

これは行政だけじゃなしに当然地域の中で考えていく話、あるいは話し合ってい

く話の中で、我々はどういう手助けができるのか、そこに行政の発揮する力がま

たあるのではないかなというふうに思っております。 

議長（南靖久議員） ５番、三林議員。 

５番（三林輝匡議員） 取り組みについて、今、市長がおっしゃられるとおりで、つ

くり出すものは、やはり業者であったり生産者が中心になってやらなければなら

ないと思っておるのは、私も当然思っております。それから、やっぱり得意な部

分、苦手な部分がそれぞれあると思いますので、そういった部分を補っていただ

くために、いろいろといただく意見を議論する場所をつくっていただきたいなと

思っておるわけです。そして、この２次産業、３次産業、尾鷲市はここ数十年、

ほとんど建設・重工業関係で支えられてきたまちでございます。今、市長がおっ

しゃられたように、地場産からのことで経済をなしていくというのは、なかなか

事業者の人にとっては方向転換がしづらいのではないかと思っております。その

中でも、やはりこのまま今までどおりの事業形態をやっていても先が不安だとい

うことで、中には商工業が連携して新たな方向性を見出していかなければならな

いという意見も出ております。そして、新たな事業創出を行うためには、行政を

含めた異業種の事業者が有機的に連携し、その経営資源を有効に組み合わせて新

事業を行っていきたいという声も聞いております。そして、新たな事業分野の開

拓をまず図っていきたい、そういったことは事業者の中で喫緊の課題ではないか

と思っております。 

 そして、また中には就労の場がないということもありまして、若い人の中の声

では何か業を起こそうとしているような形の意見も聞いております。そういった

方にとって、事業の方向転換や新しいことをやろうとする人に、行政は常に協働

していただけるような、また情報を共有し、意見を差し伸べるような相談ができ

るような組織体制も考えていただきたいなと思います。そして、新たな組織構成

においては、人員の適正化と人材の見直し、そして事業の分業。事業の分業とい

うのは、例えば事業を起こすのであれば、商工会議所に一部相談窓口を置くのか

とか、そういったような形で事業の取り組みを図っていただきたいなと思います。

その中で、やはり今、本当に景気が悪くて、各事業者の中でも本当に余裕がない

状況でございます。その中で皆さんが心配されるのは、今、施されている策が果
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たして合っているのか、間違ったスキームではないのかというところが懸念され

る一つでもありますので、そういった経営を圧迫させるようなとか、例えば衰退

に追い込んでしまうことのないように、本当に慎重に今後の施策は取り組んでい

ただきたいと思っております。そういった情報を、お互い事業を起こしたい人と

か、これから事業変換を求めていきたい、そういった勉強をしていく場を行政も

協働して行っていただきたいと思いますけども、市長の考えの中で、そういった

開かれた窓口といいますか、公開と参加という意味で何か意見の方がございまし

たらよろしくお願いします。 

議長（南靖久議員） 市長。 

市長（岩田昭人君） 業種転換とか新規に事業を起業される方、そういった方にとり

ましては、まだ未知の世界でありますので、我々で応援できる部分については極

力応援をさせていただく、経営革新とか起業については精いっぱい応援をさせて

いただきたいなというふうに思っております。新産業創造課あたりが窓口になる

と思いますので、ぜひ皆さん、お出かけいただいて相談をしていただきたいと思

っております。その中で商工会議所とも連携をとり、ともにバックアップをして

いきたいなというふうに思っておりますし、最近は東紀州観光まちづくり公社、

あるいは中部経済産業局あたりも随分我々をバックアップしていただいて、東紀

州の水産のブランド化とか東紀州の水産物のこれからの発展について、いろんな

講演、講義、それから会議を開いていただいておりますので、せいぜいそういっ

たものもご利用いただけたらと思っております。 

議長（南靖久議員） ５番、三林議員。 

５番（三林輝匡議員） ありがとうございます。先日の市政懇談会でも出たお話で、

記憶にあるとは思うんですが、例えば海岸をレジャースポットにしたいとかいっ

た地域の意見などもあったように、新しく何かをやるときというのは、いろんな

難しい面というのがあると思います。そういった意見の中では、やはり漁港や港

湾、山林には特にいろいろな縛りがある中で、新たな地域資源を活用した産業の

創出という部分であったりとか、個人が何かをやりたいとなったときに、なかな

か相談できる場所がないのではないかなと思います。そして、そのような相談や

対応をワンストップで行う窓口を、ぜひ常設でなくても定期的にそういった広報

活動を一部取り入れていただきたいなと思います。 

 そして、新しく新設された市有林係について少しお聞きしたいのですが、市長

には今まで尾鷲のイメージに沿った計画を既に出していただいており、その実現
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化に向けて、木のまち推進課には新たに市有林係が設置されたと思います。そし

て、その役割としての具体的な構想やお考えをお聞かせ願いたいのですが、この

市有林係の役割の中で、先日可決された生物多様性保全の活動促進法としての、

まだ仮の名称ですが、里地里山法ですとか排出権取引のカーボンオフセット、そ

ういった事業も全般的に含めたことが、この市有林係で取り組んでいかれるのか

なと思うんですが、そのあたり、役割としてはどういった位置づけで考えておら

れますか。 

議長（南靖久議員） 市長。 

市長（岩田昭人君） 市有林係の設置についてでありますけども、公団造林事業が始

まった昭和３８年当時には、市有林係だけで職員が１１名おりました。内勤が５

名で現場監督が６名でありました。それと造林作業員が五十数名おりました。し

かし、現在は農林振興係の市有林担当として職員が２名、造林作業員が５名にま

で縮小をしております。こうした状況の中、今後、主伐事業が始まりますと、毎

年平均１３ヘクタールの事業規模となるため、主伐時の毎木調査とか、その後必

要となる植栽、下刈り、枝打ち、除伐、間伐、それに付随する業務も煩雑となり、

現在の体制では業務が遂行できません。また、市有林面積５,０３４ヘクタール

は市の総面積の約２６％にも及び、それらを今後も維持管理していくためには職

員の後継者育成が必須ですが、現場作業を習得するには最低でも５年から１０年

の経験が必要であり、こうした面からも新しい職員を少しでも早く増員する必要

があるということで市有林係を設置しました。おっしゃられるようなカーボンオ

フセットとか環境面での森林の対応につきましては、これはもう市有林係という

ことではなく、木のまち推進課、もっと言えば全市を挙げて取り組んでいくべき

ものかなというふうに思っております。 

議長（南靖久議員） ５番、三林議員。 

５番（三林輝匡議員） 説明ありがとうございました。やはり２４年からの主伐計画

における人的配置ということでご理解の方をさせていただいてもよろしいという

ことですね。先ほどのカーボンオフセットなんですが、私たちも先日、長野県の

伊那市の方に視察の方へ行ってきました。伊那市は東京の新宿区とカーボンオフ

セット事業を行っているということでして、自治体間同士の排出権取引は初めて

ということでした。そして、今回の視察を見て、単なる排出権取引ということだ

けではなくて、その地域との交流事業というものも付随してついてきまして、尾

鷲市にとっても集客交流とかそういったものを生かしていく、地域資源を発掘し
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ていくという線がある中で、こういった事業も合わせていいのではないかなと感

じております。そして、やはりこういう排出権取引というのは、言葉は変ですが

早いもの勝ちといいますか、積極性が肝心だと思っております。ぜひこういう事

業を早急に尾鷲市でどれぐらいの量が積算できるのかわかりませんが、相手先も

模索する中、急いでいただきたいなと思っております。そして、国内に限らず、

姉妹都市もあることですし、いろんな面で考えていただきたいなと思っておりま

す。 

 そして、あともう一点ですが、主伐の中で、少し先日の田中議員との答弁を聞

いていて疑問に思ったこともありまして、尾鷲ヒノキといっても、木も農業や魚

の養殖なんかと同じで、どれだけその木に手間をかけてきたか、また、長年にわ

たりどのように評価されてきたかが価格の影響につながると思います。そして、

尾鷲ヒノキもやはりピンからキリまでということで、尾鷲ヒノキの需要があれば

市場にも必然的に材木は出てきます。ブランド価格が保たれて、必然的に出てく

ればブランド価格も安定していくわけです。そういった状況以外の木材搬出とい

うのは、デフレを生むような形になって、並材の価格で取引されてしまうのでは

ないかというふうに、ちょっと不安がありますが、今後の積算はぜひ慎重に行っ

ていただき、また９月に報告をいただけるということですので、その報告をお持

ちしております。 

 そして、最後にですが、私たち議員も、先日、市民の皆様と懇談会を開かせて

いただきました。その中で出された意見で、将来的な不安を感じている意見もあ

り、市民の生活環境をよく把握した上でさまざまな施策を議論してほしいとのこ

とでした。できることはだれでもできるわけです。たとえ難しいことでも優先す

べきことであればできなければなりません。市民の望むものの中で何を優先させ

るのかをよく分析していただいて、住民自治や生活基盤の安定が図れるように施

していただかなければなりません。市政懇談会が今後も各地区において多く開催

され、住民の生活向上、安全・安心が守れる地域づくりを目指していただきたい

と思います。 

 以上で私の一般質問を終了とさせていただきます。 

議長（南靖久議員） ここで休憩いたします。再開は午後１時からといたします。 

〔休憩 午前１１時４５分〕 

〔再開 午後 ０時５８分〕 

議長（南靖久議員） 休憩前に引き続き一般質問を行います。 
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 次に、８番、三鬼和昭議員。 

〔８番（三鬼和昭議員）登壇〕 

８番（三鬼和昭議員） それでは、通告に従い一般質問を行います。私の質問事項に

つきましては、これからのまちづくりについて、要旨といたしまして、地域資源

を生かした集客や産業興しについて、２番目として、まちづくりの方向性と今回

の組織機構の見直しの関連についてであります。また、この要旨に基づき、具体

的な問いも行わせていただきたいと思っております。 

 当市では現在、第６次総合計画策定のための審議会が設けられており、各分野

において熱心にご議論されていることと伺っております。また、他方では高速道

路の完成が平成２５年の伊勢神宮式年遷宮に合わせ、熊野市まで完成されると関

係機関等より示唆されています。 

 岩田市長におかれては、昨年７月に市民の多くに選ばれ、第７代市長として尾

鷲市政を運営されているわけですが、２年目を迎えた本年は、みずから当初予算

の編成を手がけ、重要な課題が山積している尾鷲丸のかじ取りにもなれたと理解

するところであります。そして、いよいよ岩田流のまちづくり、いわゆる尾鷲づ

くりを市民や我々に示すときが来たのではと受けとめています。そのことは、行

政の組織機構を見直そうとしていることなど、岩田色、いわゆる岩田カラーを出

そうとしているのだろうと理解するからでもあります。 

 そこで、大きくまちづくりとはどういうことか、そして、尾鷲をどのようなま

ちにしていこうとしているのか、ずばり尾鷲をどうしたいのかということについ

て、まずは岩田市長の所見、いわゆる総論をお聞かせください。 

 そして、これからのまちづくりの各論といいましょうか、１番の要旨として、

地域資源を生かした集客や産業興しについてお伺いしたいと思いますが、市長

は１０月から１１月にかけて、市内１３地区で市政懇談会を開催され、さまざま

な地区事情を把握されたことと存じますが、三木浦地区で「尾鷲市のビジョン

は？」と市長の考えを問いかけられ、市長は、「ともに支え合い暮らせる社会

（まち）」という言葉とともに、「地域資源を生かした集客や産業興しをみんなと

一緒にやりながら、尾鷲を元気にしていきたい」と述べております。現在進行中

の総合計画策定の理念で言った将来像なのか、それとも喫緊の課題として常に抱

いていることなのか、その場にいた私にはすぐにはかり知れませんでしたので、

一度伺わなければと考えていました。市長の考える地域資源を生かした集客や産

業興しについて、何をどのように展開していくのか、詳しくお聞かせください。 
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 また、こういった施策には行政が組織立って取り組むことが肝心であり、庁内

における各課の連携、そして関係団体との協働なくしてなし得ないだろうと考え

ますので、これまでの成功例はもとより、実らなかったものなども検証し、今こ

そあらゆる機関や団体、そして人と人との支え合いが必要不可欠のように思いま

す。そこには何よりも庁内における各課の連携と、そうさせる組織機構の構築で

あり、トップダウンにせよ、ボトムアップにせよ、各課をより連携させるセクシ

ョンやコーディネーター役がどこからも単純明快でないと、実績を上げられても、

これまではそのプロセスと成果が市民の皆さんに見えていないことが多々あった

ように見受けます。ともに支え合うには、市民目線で考えなければ、市民あるい

は外部機関の団体との取っかかりの窓口が単純明快でなければいけないのではと

最近つくづく思います。そして、責任の所在が明確でなければならないと考えま

す。 

 今回示されています組織機構について、魚まち推進課とか木のまち推進課につ

いての発想はよく理解できますし、これも岩田色、岩田カラーかと思いめぐらし

てもみますが、これまでも第５次総合計画では６次産業化を目指す象徴として、

うみ業・やま業として産業構造の拡大及び生産から加工、あるいは流通や販売ま

でを取り組まそうとする横断的な解釈の方法として表現されてきたようにも受け

とめています。そういったように、幾ら表現を誇張しても、要は中身の問題であ

り、行政で組織を形成している全職員の皆さんの認識が取り組みと結果につなが

ります。いわゆる成果を上げることになります。 

 そこで、市長の言われる資源を生かした集客や産業興しをみんなと一緒にやり

ながら、尾鷲を元気にしていきたいことは、実際に最先端で業務を行う職員に周

知されているか、理解されているか、今回示されている組織機構の見直しは、こ

れらを十分に理解され議論の中心に置いた上でのことなのか、その組織機構の見

直し議論の推移をもお聞かせください。 

 これで壇上からの第１回目の質問とさせていただきます。なお、ご答弁いただ

いたものを２回以降、私の考え、要望も含めて問わさせていただきたいと思って

いますので、よろしくお願いいたします。 

議長（南靖久議員） 市長。 

〔市長（岩田昭人君）登壇〕 

市長（岩田昭人君） 三鬼和昭議員のご質問にお答えいたします。 

 まず、まちづくりについてであります。 
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 第６次総合計画の策定に伴い実施したアンケートにおける「市が積極的に進め

るべき取り組み」については、「保健・医療・福祉などの福祉施策への取り組

み」と「働く場所の確保への取り組み」が上位を占めておりました。また、まち

の将来のイメージで希望するものでは、「海や山、川などの自然がたくさん残っ

ているまち」が上位に含まれておりました。このことも踏まえると、まちの将来

像として最も広く期待されているものは、福祉・医療と産業・雇用と自然の三位

一体であり、統一したまちの将来像の基礎をここに置くことが望ましいと考えて

おります。 

 第１に、福祉と医療サービスの充実により、お年寄りや障がいを持つ方々など、

すべての人が老後や健康面での不安がなく、市域で支え合い安心して暮らせるま

ちであること。第２に、働く機会が確保され、働きがいのある職場が多く、家族

の近くで住み続けられるまちであること。第３に、水や緑を守り、自然環境に恵

まれているまちであること。以上の三つの柱とともに、もう一つ重要な政策は、

元気な尾鷲を担う子供たちの教育であります。学校での集団生活における協調や

競い合いの中で、人間関係の基礎を身につけ、保護者、地域、社会との連携によ

りみんなで支え合うまちであること。そして、この三位一体と教育を支える基礎

として、地場産業の振興政策、そして広い意味での産業政策が重要であります。 

 本市の産業基盤であった漁業や林業は、従事者の高齢化や後継者不足などによ

り衰退し、また、石油コンビナート関連企業の事業縮小により厳しい状況が続い

ており、地場産業である水産業と林業の振興政策と同時に、新たな産業の創造が

必要であります。基本的には農山漁村の地域特性を基調にし、企業の技術と農山

漁村の資源とをそれぞれ最適に組み合わせることにより、相互補完的に機能させ、

その相乗効果を図っていきたいと考えており、海洋深層水などの地域資源を活用

した企業・事業誘致を積極的に推進するとともに、農商工連携による地場産業の

育成など産業振興に力を注いでまいりたいと考えております。特にまちづくりに

ついては、その計画策定やプロセス、実施過程が極めて重要であり、公開と参加

を基本とし、市民と十分に意見交換を行い、審議を重ねていきたいと考えていま

す。そのことが元気な尾鷲を回復する第一歩であると考えています。 

 地域資源を活用した集客・産業興しについてであります。 

 熊野古道の世界遺産登録以降、本市におきましては、熊野古道センターの建設

や夢古道おわせ、夢古道の湯のオープンなど、集客交流の環境条件が整いつつあ

り、さらに第５次尾鷲市総合計画後期基本計画では、平成２５年に控えた近畿自
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動車道紀勢線の開通、伊勢神宮の式年遷宮を観光交流の絶好の機会としてとらえ、

「尾鷲まるごと」をキャッチフレーズとした観光と物産を地域一体となって売り

出していくための体制づくりを進めているものであります。この地域資源の核と

して、熊野古道、みえ尾鷲海洋深層水があり、さらには各地区での食や伝統文化

といったさまざまな資源が点在していることから、これらを磨き上げ、商品化を

図っていきたいと考えております。この考え方は、第５次総合計画での「うみ

業・やま業」、また、国における農商工連携の理念に起因するものであり、まさ

に地域資源を生かした６次産業の育成というものでありますが、当面の短期・中

期的な施策方針として、現在策定中の第６次尾鷲市総合計画でも継承し、取り組

んでまいります。 

 具体的な展開につきましては、みえ尾鷲海洋深層水では、取水開始から５年目

を迎え、この間、二つの企業誘致が実現するとともに、水産業を始めさまざまな

分野での利活用も広がりを見せてきております。特に深層水の特徴を生かした海

草や魚介を対象とした陸上養殖での取り組みは、ハバノリやアワビにサツキマス

やナマコを加えた深層水を多段的に活用する陸上養殖モデルの確立に取り組んで

おり、他県には例のない養殖システムの最適化とビジネスモデルを構築し、新た

な企業・事業誘致につなげていきたいと考えております。 

 また、まだ活用し切れていない資源として、魚あらや未利用魚などが挙げられ

ますが、これらの活用につきましては、魅力ある魚のまちづくりを進めていく上

でも、本市の基幹産業の一つである水産加工業等とも密接に連携しながら、新た

な有効活用策を研究開発することにより、地域産業の振興につなげてまいります。 

 商工振興における販路開拓におきましては、商工会議所と観光物産協会及び市

内事業者と連携し、昨年より主に都市部等の消費者を対象とした特産品通販、尾

鷲まるごとヤーヤ便を開始し、予想を上回る反響をいただいております。この取

り組みは、単に都市部に物を販売するのではなく、地域情報誌等も発行・同封し、

地域の生産者や風土、観光スポット等も同時に情報発信することで、観光集客と

も相乗効果を目指しております。このように地域資源を活用した特産品の掘り起

こしや開発と並行して、起爆剤となる尾鷲ならではの地域資源を情報発信してい

くモデル事業を行うことで本市の知名度を高め、ファンをふやしながら地域産業

の振興につなげていきたいと考えています。 

 一方、熊野古道を核とした集客交流事業におきましては、平成１６年度からの

ウォーキングコースの案内・整備、情報発信を、ツーデーウォークの開催、夢古
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道おわせの整備など基本的な観光交流の基盤整備に取り組んでまいりました。今

後はこれらの継続はもとより、新しい視点での熊野古道の魅力発信に取り組んで

いくことが必要と考えており、平成２１年度から平成２３年度までの３カ年を事

業期間とする厚生労働省地域雇用創造実現事業での運動、休養、栄養の３要素を

有機的に連携させる健康増進プログラム事業や、先日、民間企業が主体となり、

紀北町、尾鷲市、熊野市のそれぞれの熊野古道を舞台に行われましたトレイルラ

ンニングなどに見られる保存・継承も含めた新しい活用方法を探っていくなど、

基本的な整備から新しい視点での活用まで複合的な取り組みに発展させていきた

いと考えております。 

 また、まちなかでの空き店舗の有効活用や商店街や民間事業者等と協働して、

にぎわい空間づくりを調査・検討している「まちなかにぎわいづくり事業」、さ

らには輪内地区における農山漁村の豊富な資源を十分に活用した、おわせ輪内地

区まるごと振興協議会での取り組みにおいて、それぞれのエリアごとに地域資源

を生かした魅力づくりが進んでおります。さらに新年度に検討しております「お

わせ元気・満足度アップ事業」におきまして、尾鷲魚まちの魅力を高めるための

取り組みを、将来の関係各課が目的・効果の共有を図りながら検討しており、こ

れらの事業効果を各分野において相乗的に増幅させることで、魅力ある魚のまち

づくりを推進してまいります。今後も海洋深層水や熊野古道のほか、魅力ある魚

のまちづくりはもとより、木のまちとしての事業展開も、各地区の地域資源の活

用を図りながら、集客交流、産業興しを推進してまいります。 

 本市は、高速道路紀勢線の全面開通を目前に控えているなど大きな変革期を迎

えており、社会の変動や国の動向を注視しつつ、みずからの責任でまちづくりの

かじ取りを行わなければならないものと思っています。まちづくりに大切な要素

の一つとしては、人づくりであると思っています。市組織では、この人づくりは

個人個人の資質や業務の中で醸成・形成されるものではないかと考えています。

そのためには、組織のあり方そのものを全職員がきちんと理解している必要があ

ります。一方、人、金、物に分類される行政資源は限られていますが、組織の中

で重点的、効果的な活用を図る必要がある分野においては、組織や人員もあえて

充実・強化していくべきものと考えています。本市における地域資源は言うまで

もなく海と山であります。この宝とも言える地域資源に付加価値をつけ、いかに

活用していくか、資源のフル活用が本市にとっての最大の課題であると思ってい

ます。 
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 私が常々言っているように、魅力ある魚のまちづくりや尾鷲ヒノキを生かした

まちづくりが、まさにこのことであります。この基本的な考えに基づき、組織の

見直しについて検討してまいりました。今回の見直しにつきましては、まず、関

係課の中で職員が十分に議論を重ね、その意見を踏まえて組織案をつくり上げて

きました。先ほど申しました私の思いを実現していくためには、まず私が強いリ

ーダーシップを発揮し、そして、関係各課が一丸となって施策の推進を図ってい

く体制が重要であります。 

議長（南靖久議員） ８番、三鬼和昭議員。 

８番（三鬼和昭議員） ありがとうございます。大体市長のまちづくりの全貌という

か、それの考え方と、それから考えておる地域資源については、かなり出しても

らったので、全部が全部言うというのはあれなんですけど、そう考えておられる

のかなということがそれなりにわかったんですけど、今回、私が一つお伺いした

い中心なことは、それらをどのように集約して、もっとわかりやすいまちづくり

というか、例えば、若干地域資源の掘り起こしなどは、以前にあった一村一品運

動というか、そういったものにも通ずるものがあるかなと思うんですけど、各ま

ちによっては資源として景観が売り物にできるところやとか、生産物、魚でも、

そういったものがありますから、それぞれのまちにそういったものを起こした後、

それをどうしていくのかというのも大事なことだと思うんですね。一部梶賀の、

今先ほど言われましたあぶりなんかも、イタダキ市に出品したりとかはあります

けど、そこで、私はもう少しそういった全体的なまちづくりの中で、特に柱にな

るといった産業の活性化の部分についてお伺いしたいと思うんですけど、例えば、

高速道路が来るといっても、当分尾鷲市においては４２号線と併用ということが

あっても、あくまで魅力あるまちづくりというか、物販的にも魅力あるまちづく

り、景観的にもそうだと思うんですけど、先ほど熊野古道だとかそういうのは十

分わかったんですけど、そういった中で、例えば具体的な表現で言いますと、先

ほども出ておりましたけど、道の駅的なものであるとか、あるいは水産のイメー

ジをするんだったら海の駅、そういったものについて市長はお考えがないのか、

現在としてそういったものは施策の中で議論されておるのかいないのかというこ

とをまず聞かせてほしいと思います。 

議長（南靖久議員） 市長。 

市長（岩田昭人君） 道の駅については、十分その重要性は認識しておりまして、従

来から国と折衝を続けておりますが、引き続き要望を続けていきたいなと思って



－９７－ 

おります。それから、海の駅につきましては、海の駅というような形かどうか、

そこまで私はまだ整理はしておりませんが、しかし、海の空間に何らかのにぎわ

いが必要なんじゃないかなということを常々痛感しておりますので、今、尾鷲の

今度の新しい予算、元気アップ事業の中で、漁業者あるいは漁協、それから加工

業者の皆さん、その人たちと一緒になって産業会議的なものを起こして、その中

で、じゃ、何をやっていくべきか、そういったことをこれから議論していきたい

なというふうに思っておりまして、何らかの形でやはり海辺のにぎわいはつくっ

ていきたい、その中の一つとして、今、県の方でご協力いただいてトイレも整備

をしていただいておるところであります。 

議長（南靖久議員） ８番、三鬼和昭議員。 

８番（三鬼和昭議員） 海の駅と言ったのは、私が漠然と、ついせんだっても生活文

教常任委員会で日本海の方へ行きますと、魚津市なんかは市場の横に海の駅とい

う形で、道の駅とよく似た要素なんですけど、そういったのがありますので、こ

れは後でお伺いしたいと思いますが、まず、道の駅につきましては、国の方に要

望はしておるということは現実としてあるわけですね。それで、これはあくまで

私の個人的な見解でございますが、高速道路が早く整備されるようになった一つ

の要因というか一因の中には、命の道というか、水害で、昨今、地震・津波の防

災についてかなり気を遣ってはいますけど、もともと防災については風水害から

施策論議がされたことがありまして、当時、北インターと南インターの形になり

ますけど、たしかジャスコ前というか、あそこは倉ノ谷になるのかな。倉ノ谷地

域というのは４２号線が整備されてから発展した経緯があって、ジャスコ前に細

い排水があるだけで、今後とも例えば水害においては、あの辺は水浸しになると

いうこともあると思うんですね。今の自動車がハイブリッドであるとか電気自動

車化になっていくと、あの辺でも、新たな道ができてもなるというところから、

将来的にわたって北インターと南インターの間というのがまた問題になることも

なきにしもあらずなのが１点と、もう一点は、県の防災拠点が旧尾鷲工業高校跡

にあるということから、私の考え的には、光が丘から小原野というんですか、も

し北インター、南インターがつながる議論があるとすれば、そういった形の中で、

いわゆる防災と医療、そういうのを総合病院もプラスしてするという一面の、そ

の辺のコースの整備ということの中で、そこに道の駅とか云々じゃないんですけ

ど、もう一つは道の駅を考えるときにおいては、これからのエコカー時代におい

て、急速充電、そういったスタンド、これは中電さんがございますから、そうい
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ったのも含めて、ひとつ国に要望・要請していくという考え方もできるのではな

いかなと思うんですけど、この私の考え方について市長はどう受け取られるでし

ょうか。 

議長（南靖久議員） 市長。 

市長（岩田昭人君） 今、全国で命の道という言葉はあちこちで使われておりますが、

命の道という言葉を最初に使ったのはこの地方でありまして、当然のことながら、

この高速道路の延伸は、集客交流とかそういったものにも寄与しますが、それ以

上に、やはり医療とか防災とか、そういったものに寄与する貢献度も随分大きい

というふうに私も認識しております。その中で、防災拠点の都市、ヘリコプター

等の発着の工業高校跡、そことをつなぐ導線、そういったことは当然考えていか

なけりゃならんでしょうし、前にも尾鷲市のハイウェイ構想の中で、防災拠点を

兼ねたハイウェイというのもあったように思いますので、そういったことも含め

て国と方と詰めていきたいなというふうに思っております。 

議長（南靖久議員） ８番、三鬼和昭議員。 

８番（三鬼和昭議員） 電気自動車時代も来ますから、そういったプレゼンテーショ

ンの中で必要ではないかと。この高速道路につきましては、もともと紀伊半島周

遊というか１周ということが目的で、私どもは政務調査視察の折に田辺かそうい

ったところまで使ったという経緯がありまして、それと同時に命の道ということ

が強力に推し進められたということがありますので、道の駅も検討していく中で

は、防災であるとか、これからの時代をしたような電気自動車の充電基地等も含

めたような形のプレゼンテーションの仕方も一つあるのではないかなと思ってい

ます。 

議長（南靖久議員） 副市長。 

副市長（横田浩一君） ご提案ありがとうございます。現在、経済産業省の方でＥＶ

タウン、電気自動車、それからＰＨＶタウン、これはプラグインハイブリッド、

そういった構想の中で整備を進めていくということもございますので、尾鷲市も

そういったところを視野に入れながら、ご提案の電気自動車の充電基地とか、そ

ういったものも視野に入れていろいろ検討を重ねていきたいと思っております。 

議長（南靖久議員） ８番、三鬼和昭議員。 

８番（三鬼和昭議員） ぜひそういった考え方というのをよろしくお願いしたいと思

います。 

 それから、市長、きのうも林業、そしてきょうも私の前に一般質問のときでも
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出てきまして、少々ダブって、市長が同じような答弁をされていましたので、こ

の尾鷲市水産物供給地域経済分析事業報告書というのをご存じですか。これは非

常によくできたというか、この意図というのは、私のほかにも同僚議員もこうい

うのをしなくちゃいけないと当時して、平成１５年、１６年、１７年と３年間か

かって水産課の原課がつくったもので、いわゆる水産のまち尾鷲となぜ言われる

かということなんですね。１次産業のシェア率が１７年では６.何％しかないの

に、尾鷲市は水産のまちだと言われるゆえんをきっちりすべきじゃないかという

ところがここにありまして、その当時は海面養殖が４０億円とか、水産加工、そ

れから市場の１６億円の水揚げとかを合わせて、専門家も入れた調査で、地元だ

けで年間最低でも２１６億円の経済効果があると。これが６次産業だと思うんで

す。１７年にこれがあって、全然市長にもこのことを、もっとこれを生かした考

え方をすべきということは言いましたけど、それ以降、これは評価に使われたぐ

らいで。私は、６次産業そのものはこれだと思うんですね。そういった水産市尾

鷲というイメージを大事にすることが、先ほど道の駅であれ何であれ、やっぱり

まちなかが魅力がなければ、特徴がなければ、ここが４２号線のままであろうと

高速道路がつながろうと、寄ってくれる人なんかはそんなにいないと思うんです。 

 そこが大事なことであって、そういった中から私は漠然と海の駅と話したんで

すけど、イタダキ市が今やっております。あれは、イタダキ市をしたときには、

同僚議員からイタダキというのは「いただくよ」という、そういう言葉のやりと

りから始まったぐらいの事業が、今こういったことになって、再三この場でも言

うんですけど、私はやっぱりあれを常設化して毎週やって、市長が言われておる

ような、道の駅もそうなんですけど、地域資源を生かせるような形というのが必

要じゃないかなと。それは形もそうですし、あれだったらイタダキ市のホームペ

ージもつくって、そのイタダキ市で購入されたものが引き続き継続して、持続し

て物販の流れになるというようなこと、それは以前からも提起しておるけど、私

が言わんとしておる道の駅は、熊野古道も含めて、もう一つもとからあった水産

のまち尾鷲を魅力的にさせるという意味では、それが大事じゃないかと。それで、

平成２６年度か、漁協も一県一漁協になる流れがあります。私は今回、ちょっと

時間がなかったので、尾鷲漁協さんには直接どういう構想があるのかはお話しす

る機会がなかったので、あくまで私の私見ですが、今回機構改革して加工も販売

もという形の中では、尾鷲漁協さんの合併も、国の方針を含めたそういった流れ

も踏まえて、その辺はいつも情報交換をして、でき得るなら尾鷲漁協というのは
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尾鷲市にとって一番核になる漁協だと思いますし、この地域でも紀伊長島から尾

鷲という形になろうかと思うんですけど、その持っておるイメージというのは大

事なものですから、それを何とか生かすということを考えていかないと、単発で

言っておっても何もならないと思うんですね。私は今、具体的に海の駅としまし

たけど、横には県の土地も、トイレもつくってくれていますけど、最初のときに

は、埋め立て計画のときには物販店なんかも入っていたわけですけど、議論する

中で、施策の選択をする中であれですけど、市長がいろいろ地域資源を生かして

生かしてという話をするんだったら、やっぱり幹の部分で生かしたものをどこで

どのようにしていくかという大きな産業のまちづくり、いわゆる地場産業、基幹

産業を生かす、産業を生かしていくということは、集客もそうですけど、その場

で売るということもそうですけど、またインターネットなんかを使ってしていく

ということが、地域の方の経済を活性する要因になるのではないかと思うので、

その辺については、漁協との連携を含めまして、もしこの場で明確にご答弁いた

だけるようでしたら考えを聞かせていただきたいと思います。 

議長（南靖久議員） 市長。 

市長（岩田昭人君） 今、高速道の延伸と無料化の社会実験によって、随分この地域

を訪れる人がふえていると、これは紛れもない事実でありますが、しかし、じゃ、

その人たちはどこへ行っているかといいますと、ちょっと疑問であります。まち

の中にはあまり来ていないというのが現状であります。 

 それから、２０年度、２１年度にかけて熊野古道の来訪者が急激にふえました。

そして、今、関西圏を中心にちょっとした熊野古道のブームになって、この９月

には今までにかつてないほどのツアーが組まれている。しかし、その人たちが、

じゃ、尾鷲のまちを十分に楽しんでいただいているかというと、それはちょっと

違うようでありますので、今言われたように、やっぱりまちなかににぎわいをつ

くる、あるいは何といっても尾鷲は木のまち、魚のまちでありますので、魚市場

にもにぎわいをつくっていかんなん。そういった中で、今、月１回開かれている

イタダキ市は随分にぎわっておりますが、しかし、紀北町が紀伊長島でやってい

ます年末の港市、これはもう本当にすごい集客でありますので、私としても何ら

かの形で尾鷲の港にマルセがある、あるいは食堂がある、朝、揚がった魚がその

港で食べられるという、これが港のまちのイメージでありますので、何とかそう

いった形に近づけないかということで、今、水産農林課が中心になって産地協議

会なるものを結成して、みんなで港のまち、海のまち尾鷲をどうしていったらい
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いのかというのを協議していきたいということをやろうとしておりますので、皆

さんにもご協力をいただきたいなというふうに思っておりますし、その中心とな

って尾鷲漁協は、今、独自に魚の魅力を高めるような動きもされていますので、

そういった中で連携を十分とって、毎朝、組合長とはいろんな議論をしておりま

すが、さらに深めまして、一緒になって魚のまち、海のまち、港のまちをＰＲし

ていき、情報発信して皆さんに来ていただきたいなというふうに思っております。 

議長（南靖久議員） ８番、三鬼和昭議員。 

８番（三鬼和昭議員） 私どもも水産ということで、気仙沼の市場なんかも視察させ

ていただいたことがあって、まさしく市場があって、市場を見学できるようなコ

ースがつくられておって、水産物を中心とした物販であったりとか、その上で例

のマグロ丼とか、いろいろな鮮魚の食べ物ができるという形ですね。どれぐらい

の規模か、自分たちの背丈、身丈に合ったような考え方をしなくては、箱物ばっ

かりの考えじゃなしに、やっぱり水産のまち尾鷲というイメージを生かすような

形というのも必要ではないかと思いますので、ぜひ市長が毎日市場へ行って、組

合長さんともそういうふうに意見を交わされておるのでしたら、漁のこともそう

ですけど、これからこの水産をどう生かしていくかという議論をとらまえて、そ

の施策の中へ、我々にもわかるような施策をご提案いただきたいと思っています。 

 そこで、今回、市長が機構も変えて、そういった意味からイメージ的に魚まち

推進課とか木のまちとか、意味はわかるのですけど、若干今度は事務的なことに

入りまして、先ほど全体的なまちづくりについても、なぜ伺ったかというと、以

前に機構改革をしました折に、私どもが議員になったときのイメージでは、企画

課というのがありまして、大きな意味のまちづくり、いわゆる企画、そういう調

整というのがそこでされておったように思うんですけど、市長公室ができた折に、

まちづくりが私は狭義の、いわゆる狭い意味のまちづくりになってはいないかと

思うんですね。新産業創造課で行うまちづくりというのは、商工とかそういった

もの中心のまちづくりであるのではないか。そして、この事務分掌を見ても、以

前にまちづくり交付金とか補助金がありましたもので、市長公室には市民のまち

づくり活動に関することというだけであって、市長の一番傘下にいる市長公室の

中に、やる事業は書かれておりますけど、市長がイメージするまちづくりをする

課ではないような、今回一掃されるんだったら、組織機構を変えられるんだった

らということで、まず私が一番思っておるところはそこなんですね。ですから、

これは私の私見ですけど、水産とか農林の市長の思いとか６次産業というのを考
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えるんだったら、むしろ一つまちづくり課というのをつくって、トータル的にそ

こでやれば、本当の意味の福祉も教育も含めて、箱物をやるときには何が連携し

ておるか、以前は道路工事と水道工事なんかも一緒にしなくては、別々にしたら

と、いろんな予算の節約の方法で施策も進んできたんですけど、そういったもの

を考える方がいいのか。これは私の考えですから。でも、私は、基本的に市長公

室がこれまでの企画調整、本当の意味のまちづくり、尾鷲づくりをする課に転換

しなくては、市長が言われておる枝葉の部分はよくわかるんです。みんな僕は間

違っていないと思うんです。ただ、幹の部分が何か、じゃ、幹の部分をどこが担

当しておるかというと、非常に我々もその辺がとっつかまえにくいところがある

んですけど、その辺の私のこの考え、意見については、市長はどう思われますか。 

議長（南靖久議員） 市長。 

市長（岩田昭人君） 議員ご質問のまちづくりの中心はどこかということであります

けど、全くそのとおりで、第６次総合計画の策定とか、策定後の施策の進捗をマ

ネジメントするのは市長公室であります。そういったことから、市長公室の政策

調整部門が、具体的には複数課にまたがる課題とか中長期的な課題などは、ここ

が中心になって、それから関係各課で構成する、今も調整会議でやっていますけ

ども、そういった感じで行っていくのが筋でありますし、これが大きな流れだと

思います。今回、市長公室の政策調整部門の事務分掌の中に「調整」という言葉

が入っていませんでしたので、これを入れさせていただきました。ここで、まち

づくり全体にわたるものについては市長公室が担っていくという思いは私も同じ

であります。当然のことながら、その問題問題によっては木のまちと魚まちが組

む、あるいは商工観光推進課が組むとか、そういったいろんなパターンがありま

すが、基本的には大きなまちづくりの基本は市長公室が担うものというふうに認

識しております。 

議長（南靖久議員） ８番、三鬼和昭議員。 

８番（三鬼和昭議員） 広義というか、広い意味のまちづくりは、総合計画とともに

市長公室ということは間違いないわけですね。我々議会側はその認識で、できま

したら、その辺もよくわかるような事務分掌を次の改正の折にはしていただきた

いのと。 

 もう一つは、再々市長は水産におきましても林業におきましても、加工・販売

まで、あるいはこれからの水産をどうしていくか、あるいはきのうも出ておりま

したけど、木材をどのように活用していくか、あるいは市有林を、例えば今、議
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会でも１６年来、森林環境税でしたね、議長、そういった形でＣＯ２の排出の多

いところに負担をしていただく税金をつくってもらおうじゃないかと、全国議長

会なんかも話しておりますけど、そういった時代も来るかもわかりませんから、

そういった全体的な政策的なことも含めてやられるんでしたら、この事務分掌に

もきちっと明記するべきだと思うんですけど、その辺のお考えはいかがですか。 

議長（南靖久議員） 市長。 

市長（岩田昭人君） 今回の組織改正については、その部分までも及ばなかったわけ

ですけども、意識として十分持っていますので、今回の機構改革によって、まず

どこまで担うんだという宣言をする、それが最優先のことでありますので、先ほ

どご指摘のあった問題につきましては、今後の事務分掌の見直し、あるいは組織、

第６次総合計画の実施とともに、ひょっとしたらもう一度見直さなければならな

いということも起きてきますので、その中で十分考えていきたいなというふうに

思っております。 

議長（南靖久議員） ８番、三鬼和昭議員。 

８番（三鬼和昭議員） そういったことも含めまして、ここでご議論させていただき

ましても、例えば人事異動で課長さんなんかは、市長はまだ、我々も一緒ですけ

ど、普通でいくと任期が決まっておりますけど、人事はまたどうなるかわからな

いという中で、現状の人間がいつまでも、例えば何年か先に、来年からも定年も

迎える人がおって、いろいろ組織の中ではそれを担う人がかわるわけですから、

やっぱり明文化しておくべきだと私は思います。そういった中で、次の事業が来

たとき、我々議会側もきちっと認識することが、市民の皆さんにもわかりやすい

説明もできるし議論もできるようにこれまでの経験から思いますので、ぜひその

辺はよろしくお願いします。 

 それと、話が前後しますけど、いろんな産業興しの中で協働というか、先ほど

の三林議員のときに、特に商工会議所中心に出ておりましたので、この辺のこと

は若干かぶったかかぶらないかはあれですけど、その辺で１点確認というかお伺

いしたいんですけど、私は前にも何回もこの場所で市長さんがかわるごとに言っ

ておるんですけど、敦賀市の商工会議所の方へ尾鷲商工会議所の紹介で視察させ

ていただいたときに、ものすごい商工振興というか指導というか、そういった体

制が強いんですね。市かと思うぐらい会員の皆さんの指導を。特に、一緒かどう

かわかりませんけど、紀北町の商工会なんかは名物の職員さんがおられて、その

人がいろんなものを考えて、それを事業化しておるということもあるようですけ
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ど、敦賀では、いわゆるまちなかの空洞化を商工会議所さんに委託して、２年と

か３年間、事業費をつけてお願いしてやっていました。ですもんで、私は、異業

種交流、これは以前からよく使われる表現ですけど、一番商工会議所で異業種で

交流しておるのが青年部の皆さんだと思うんですね。いろいろ事業はやってくれ

ておりますけど、この際、中心市街地の空洞化とかそんなのを２年とか３年、商

工会議所さんに委嘱するような形で、そういった取り組みもまた一つの考え方で

はないかなと思うんですけど、そういった提案については、市長はどう思われま

すか。 

議長（南靖久議員） 市長。 

市長（岩田昭人君） 今回の「まちなかにぎわいづくり事業」につきましては、商工

会議所の青年部さんに参画してもらっているというようなことがあります。一方

で、二、三年、商工会議所に委嘱するというのも、それも一つの案であると思う

んですが、地域の資源を生かしたようなまちなかのにぎわいをつくっていく上で、

尾鷲にどっぷりつかっていますと、やっぱり見えるものも見えない場合がありま

すので、何とか私はそういったときに、外から見る目、あるいは若い目、よそ者

の視点というんですか、そういったものが必要なんじゃないかなという気がして

おりますので、「まちなかにぎわいづくり」は、私としては１年で終わらすべき

ものではないと思っていますので、次年度の事業継続に当たっては、いろんなこ

とを模索していきたいと思っております。 

議長（南靖久議員） ８番、三鬼和昭議員。 

８番（三鬼和昭議員） 市長がいろいろマイはしであるとか、あぶりであるとか、虎

の尾であるとか、先ほど言いましたように、それはそれで間違いないし、例えば、

最近テレビで見ました沼津なんかは、沼津を中心に干物をフライとか素揚げする

料理がこの二、三年あって、例えば学校給食なんかにもそれを使って、頭から骨

まで子供が食べるとかといって、わかりやすい表現で言いますと、小浜市を視察

したときには、食によるまちづくり条例という条例をつくってまちづくりをやっ

ていますので、市長は役所においても組織機構を運営されておる幹でありますし、

施策を考えるのであっても、市長が言っておる部分は、今のところ私はまだ枝葉

の部分だと思うんですね。幹の部分、それができ上がってきたら、それがしてき

たら、どういう形にしたいというところで、そういったことによって産業基盤な

り何なりが充実して、その上で福祉とかそういった形を充実していきたい、それ

とも福祉、教育をまずきちっとしてから徐々にそういうものをやりたいとか、そ
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の順番というか、そういったことも含めまして、もう少し市長が表へ出されるこ

とを期待というか希望してやまないんですけど、できましたら次年度の当初予算

には、もう折り返し地点になろうかと思いますので、こういった普通の定例会は

市政報告という形でいいと思いますけど、予算編成とともに６次総合計画をして

もうた中で考えやなあかんというのはありますけど、ある意味では６次総合計画

に考えが影響するような立場であっても、私はそれが市長ではないか、首長では

ないかなと思うところもありますので、その辺をした上で組織機構におきまして

でも推進していただきたい。 

 それともう一つ、こういう考えはどうかと。熊野市さんは、私が以前伺ったと

きには市長公室長が部長職であって、形からいったら全課を統合しておる立場と

いうか、そういった形というか、第２副市長的というか、報酬ではそうかどうか

わかりませんけど、そういった役割で市役所運営というか市政運営をしているこ

とがあったんですけど、そういった考えはあるのかないのか、お聞かせください。 

議長（南靖久議員） 市長。 

市長（岩田昭人君） まず、最後の質問の方ですが、今も職員の中にあっては、市長

公室長が中心的な役割で各課をまとめていただいておるというところであります

ので、部長職にする、しないという議論はありますが、現在も十分その役割を果

たしていただいておるのではないかなというふうに思っております。 

 それから、今まで施策が先行していたという嫌いは、私もずっと今１年半やっ

てきて、つくづく思います。例えば、食に関して言えば、鳥取県なんかは「食の

みやこアクションプログラム」というのをつくって、その中で個々の動きをして

いる。そういったことがこれから必要なんじゃないかなと。食にしても福祉にし

ても子育てにしても、やはりある程度プログラムを持って、その中で施策を打ち

出していくというのがこれから必要なんじゃないかなというふうに思っています。

そういった中で、今回、「おわせ元気・満足度アップ」の新規の予算では、各課

が事前に打ち合わせをしながら、個々にどうも事業は出してもらうようですが、

その中で、こういうまとまりの中で個々にやっていこうというような提案をして

いただくようですので、そういった意味で組織的にも一歩前進したのではないか

なというふうに思っております。 

議長（南靖久議員） ８番、三鬼和昭議員。 

８番（三鬼和昭議員） いや、市長、そこまで言われるんでしたら、市長みずからが、

食としましょう、食によるまちというか、健康推進は尾鷲の施策の中の一貫した
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あれだと言うんだったら、各課に市長名で、子育てであるとか、福祉であるとか、

産業であるとか、農であるとか、マイはしも含めて、そういう施策は必ず出しな

さいと決定するぐらいのやり方をされるといいと思うんです。この部分でこうい

うのをやって。だから、今までやっていることを私は否定もしないんですけど、

もう一つその辺のところをしていただきたい。 

 それと、これは市長、副市長にお伺いしたいんですけど、今後、やっぱりひも

つき交付金から一括交付金に変わる中では、持続可能な自治体をつくるには、市

長、副市長を含めて執行部の施策というか、どのようにまちづくりを推進してい

くかというのが大事じゃないかと、配分を誤ることが、前はきちっとこの事業を

するにはこういう補助金があるとか、こういう起債を使えるとかいう形で、そこ

へさえたどり着いたら若干は楽な部分もありましたけど、それが今まで金太郎あ

めみたいに余分なことをしてしまった原因にもなっておるわけですけど、今後は

違ってくる。来年は都道府県単位、その翌年からは市町村というか、三重県でい

ったら市町まで、そういった形ということになるわけですので、その辺の認識と

いうのはどうなのか、最後に市長、副市長の認識をお伺いしまして質問を閉じた

いと思います。よろしくお願いします。 

議長（南靖久議員） 市長。 

市長（岩田昭人君） 新年度予算の策定に当たっては、私どもの思いを各課に全部伝

えております。私が問題点を全部書き出して、それを各課にお渡しして、それの

もとで新年度の予算をつくってもらうように指示はしておるところであります。 

議長（南靖久議員） 副市長。 

副市長（横田浩一君） ご指摘の点、ありがとうございます。よく言われますように、

地方分権から地域主権になり、これから各自治体がみずから律する、それからみ

ずから立つという、両方の意味での自立というのが非常に大事でございます。そ

ういった中で、財源的にも一括交付金というのが大きな流れになっておりますの

で、尾鷲市もそういった一括交付金という財源をもとにしながら、尾鷲市独自の

施策をどのようにしていったらいいかということで、日々議論し、切磋琢磨して

いきたいと思っております。 

議長（南靖久議員） 以上で通告による一般質問はすべて終了いたしました。これを

もって一般質問を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 議事の都合により、あす１２月８日水曜日は休会といたしたいと思いますが、



－１０７－ 

これに異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（南靖久議員） ご異議なしと認めます。 

 よって、１２月８日は休会とすることに決しました。 

 以後、会期日程のとおり、１２月９日木曜日には、午前１０時より予算決算常

任委員会を開催していただきますので、よろしくお願いいたします。 

 本日はこれにて散会いたします。 

〔散会 午後 １時５６分〕 
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